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Ⅰ 特定行為研修制度を取巻く状況
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2040

974万人
（16%）

6,024万人
（※）

2018 2025 2040

2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現
ẇ 2025 קּ ḱ ḭצּ 10 נּ Ḯ

ẇ 2040 ︣ ḭ高齢者の人口の伸びは落ち着き、現役世代（担い手）が急減する。

→「総就業者数の増加」とともに、「より少ない人手でも回る医療・福祉の現場を実現」することが必要。

¸ ḭ給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保 Ḯשּךּ

823万人
（12%）

6,664万人

930万人程度
（14~15%程度）

うち
医療･福祉

（参考）需要面・供給面を勘案した
「医療・福祉」の就業者数

需要面から推計した医療福祉分野の就業者数の推移

④給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保

1,060万人程度
（18~20%程度）

ẑ Ḯ לּ ḭ צּ ךּ ṇ ḭ ṇ Ḯ

6,082万人

6,490万人
～ （※）

5,245万人

6,024万人
～（※）

一億総活躍
（高齢者、若者、女性、障害者）

イノベーション
（テクノロジーのフル活用）

社会保障を超えた連携
（住宅、金融、農業等）

経済成長と労働参加が
適切に進むケース

①多様な就労・社会参
加
②健康寿命の延伸

③医療・福祉サービス
改革等

第30回 社会保障ワーキング・グループ経済財政諮問会議における2019年前半の検討課題について
平成31年3月28日
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2040年を展望した医療提供体制の改革について（イメージ）

É医療資源の分散・偏在

⇒都市部での類似の医療機能を持つ医療
機関の林立により医療資源の活用が非
効率に

⇒医師の少ない地域での医療提供量の不
足・医師の過剰な負担

É疲弊した医療現場は医療安全への不安に
も直結

現在

①医師の労働時間管理の徹底
②医療機関内のマネジメント改革（管理者・医師の意識改革、業務の移管や共同化
（タスク・シフティングやタスク・シェアリング）、ICT等の技術を活用した効率化 等）

③医師偏在対策による地域における医療従事者等の確保（地域偏在と診療科偏在
の是正）

④地域医療提供体制における機能分化・連携、集約化・重点化の推進（これを推進
するための医療情報の整理・共有化を含む）⇒地域医療構想の実現

①全ての公立・公的医療機関等における具体的対応方針の合意形成
②合意形成された具体的対応方針の検証と地域医療構想の実現に向けた更なる対策
③かかりつけ医が役割を発揮できるための医療情報ネットワークの構築や適切なオンライン診療等を推進するための適切なルール整備 等

現在 2040年

2025年までに
着手すべきこと

円滑なチーム医療

かかりつけ医が役割を発
揮できる適切なオンライン
診療等医療アクセス確保

地域医療連携専門
コンサルテーション

情報ネットワーク
整備

2040 ҳ ѸҀ2025 ҟ҈Ҍ ѺҚѮѴ҉

2040 ҏạ ╞ ͠ạ Ӫ͒әҌἢѹҀӱӧ̸ԁӭҏ )

都市部集中

機能の重複
ICT等の活用による負担軽減

2040年

どこにいても必要な医療を最適な形で

Å限られた医療資源の配置の最適化（医療従事者、病床、医療機器）
⇒医療計画に「地域医療構想」「医師確保計画」が盛り込まれ、総合的な医療提供体制改革が可能に

Åかかりつけ医が役割を発揮するための医療情報ネットワークの整備による、地域医療連携や適切なオンライン診療の実施

医師・医療従事者の働き方改革で、より質が高く安全で効率的な医療へ

Å人員配置の最適化やICT等の技術を活用したチーム医療の推進と業務の効率化
Å医療の質や安全の確保に資する医療従事者の健康確保や負担軽減
Å業務の移管や共同化（タスク・シフティング、タスク・シェアリング）の浸透

ӣ₉ ӣ ♫˗ ϐ

᷂Ḣӣ ὕ

①地域医療構想や2040年の医療提供体制の展望と整合した医師偏在対策の施行
・ 医師偏在指標に基づく医師確保計画の策定と必要な施策の推進
・ 将来の医療ニーズに応じた地域枠の設定・拡充

・ 地域ごとに異なる人口構成の変化等に対応した将来の診療科別必要医師数を
都道府県ごとに算出
② 総合的な診療能力を有する医師の確保等のプライマリ・ケアへの対応

ὕҧר ӣ₉ά᷀ᾍ ὕ

◯医療提供体制の改革については2025年を目指した地域医療構想の実現等に取り組んでいるが、2025年以降も少子高齢化の進展が見
込まれ、さらに人口減に伴う医療人材の不足、医療従事者の働き方改革といった新たな課題への対応も必要。
◯2040年の医療提供体制の展望を見据えた対応を整理し、地域医療構想の実現等だけでなく、医師・医療従事者の働き方改革の推進、
実効性のある医師偏在対策の着実な推進が必要。

派遣等による医師確保

医療機能の集約化

総合的な診療能力を
有する医師の確保

ẅẨ ҈
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ạ ҏ  Ҍ ѲҀ♇≡ ҋ
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◓ ҏ
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ạ ₡‰ҏ
▓ҌἢѹҀ

ạ ҏ 
Ҍ ѲҀ

勤務医を雇用する個々の

医療機関が自らの状況を踏ま
え、できることから自主的な
取組を進めることが重要。

考
え
方

勤
務
医
を
雇
用
す
る
医
療
機
関
に
お
け
る
取
組
項
目

医師の労働時間短縮に

向けて国民の理解を適切に求め
る周知の具体的枠組みに
ついて、早急な検討が必要。

医療機関における経営の

立場、個々の医療現場の責任
者・指導者の立場の医師の

主体的な取組を支援。

Å まずは医師の在院時間について、客観的な把握を行う。
Å ICカード、タイムカード等が導入されていない場合でも、出退勤時間の記録を

上司が確認する等、在院時間を的確に把握する。

Å ３６協定の定めなく、又は定めを超えて時間外労働をさせていないか確認する。

Å 医師を含む自機関の医療従事者とともに、３６協定で定める時間外労働時間数に
ついて自己点検を行い、必要に応じて見直す。

Å 労働安全衛生法に定める衛生委員会や産業医等を活用し、長時間勤務となってい
る医師、診療科等ごとに対応方策について個別に議論する。

Å 点滴に係る業務、診断書等の代行入力の業務等については、平成19年通知（※）

等の趣旨を踏まえ、医療安全に留意しつつ、原則医師以外の職種により分担して
実施し、医師の負担を軽減する。

Å 特定行為研修の受講の推進とともに、研修を修了した看護師が適切に役割を果た
せる業務分担を具体的に検討することが望ましい。

Å 全ての医療機関において取り組むことを基本とする１～５のほか、各医療機関の状
況に応じ、勤務時間外に緊急でない患者の病状説明等を行わないこと、当直明け
の勤務負担の緩和（連続勤務時間数を考慮した退勤時刻の設定）、勤務間インター
バルの設定、複数主治医制の導入等について積極的な検討・導入に努める。

行
政
の

支
援
等

Å 厚生労働省による好事例の積極的な情報発信、医療機関への財政的支援、医療勤務環境改善支援センターによ
る相談支援等の充実 等

ạ ҏ ἇ Å 短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進するなどきめ細やかな支援を行う。

※

１
～
３
に
つ
い
て
は
現
行
の
労
働
法
制
に
よ
り
当
然
求
め
ら
れ
る
事
項
も

含
ん
で
お
り
、
改
め
て
、
全
医
療
機
関
に
お
い
て
着
実
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
。

Д

Е

Ж

З

И

Й

※「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分
担の推進について」（平成19年12月28日医政発1228001号）
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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等
の一部を改正する法律の概要ᾊ ҏ

ᾊ ҏᾟ

ΆḐ̻ạ ҏ Ѯ ᾊῂ·

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等 （医療法） 【令和６年４月１日に向け段階的に施行】

医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始（令和６年４月１日）に向け、次の措置を講じる。

・ 勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成

・ 地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関を都道府県知事が指定する制度の創設

・ 当該医療機関における健康確保措置（面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等）の実施 等

Άḑ̻ᾰạ ם‰ ҏ ҏῖ ·

１．医療関係職種の業務範囲の見直し （診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技士法、救急救命士法） 【令和３年10月１日施行】

タスクシフト/シェアを推進し、医師の負担を軽減しつつ、医療関係職種がより専門性を活かせるよう、各職種の業務範囲の拡大等を行う。

２．医師養成課程の見直し （医師法、歯科医師法） 【①は令和７年４月１日／②は令和５年４月１日施行等】 ※歯科医師も同様の措置

①共用試験合格を医師国家試験の受験資格要件とし、②同試験に合格した医学生が臨床実習として医業を行うことができる旨を明確化。

ΆḒ̻ Ấҏ ҌἢѹҀạ ╞ ҏᾹ ·

１．新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置付け （医療法）【令和６年４月１日施行】

医療計画の記載事項に新興感染症等への対応に関する事項を追加する。

２．地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律）【公布日施行】

令和２年度に創設した「病床機能再編支援事業」を地域医療介護総合確保基金に位置付け、当該事業については国が全額を負担する

こととするほか、再編を行う医療機関に対する税制優遇措置を講じる。

３．外来医療の機能の明確化・連携 （医療法） 【令和４年４月１日施行】

医療機関に対し、医療資源を重点的に活用する外来等について報告を求める外来機能報告制度の創設等を行う。

Άḓ̻Ѿҏ · 持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長 【公布日施行】

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から、医師の働き方改革、各医療関係職種の専門性の活用、地域

の実情に応じた医療提供体制の確保を進めるため、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置等の整備や地域医療構

想の実現に向けた医療機関の取組に対する支援の強化等の措置を講ずる。

令和3年6月3日
第79回医療部会 資料１

7



施行日 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度

主な改正内容

長時間労働の医師の労働時間短縮及
び健康確保のための措置の整備等

R6.4.1に向
け段階的に
施行

医療関係職種の業務範囲の見直し R3.10.1施行

医師養成課程等の見直し

※歯科は医科のそれぞれ１年後に施行

R5.4.1施行

※受験資格の
見直しは
R7.4.1施行

新興感染症等の感染拡大時における
医療提供体制の確保に関する事項の
医療計画への位置付け

R6.4.1施行

地域医療構想の実現に向けた医療機
関の取組の支援

公布日施行

外来医療の機能の明確化・連携 R4.4.1施行

持ち分の定めのない医療法人への移
行計画認定制度の延長

公布日施行

ҋᾊ Ҍ‰ѺҬ ӘӐӗԄ͒Ԋ

公布

施行に向け
た検討

外来機能報告等の実施 （施行状況等を踏まえ、改善検討）

外来医療計画ガイ
ドライン見直し検討

外来医療計画
見直しの検討

８次医療計画（外来医療計画を含む）に基づく外来機能の明確化・連携の推進

支援の実施

基本方針等の改正 第８次
医療計画
策定作業

第８次
医療計画
（上半期）

※登録免許税の優遇措置は
令和４年度まで

※新興感染症等対応を含む
５疾病６事業・在宅医療
等について検討

第８次
医療計画
（下半期）

医師法に基づく共用試験の実施
（合格者は臨床実習において医業を実施）

労働時間短縮計画の案の作成

医療機関勤務環境評価セン
ターによる第三者評価

都道府県による特例水準
対象医療機関の指定

労働時間短縮計画に基づく取組み
特例水準適用者への追加的健康確保措置
定期的な労働時間短縮計画の見直し、評価受審

医師国家試験の受験資格において
共用試験合格を要件化

タスクシフト／シェアの推進

共用試験の内容等の検討

制度の運用、令和５年10月
以降の制度の検討

審査組織による
C-2水準の個別審査

施行

令和3年6月3日
第79回医療部会 資料１
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Ⅱ 特定行為研修制度の現状
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１.特定行為研修について
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○ לּ ḭ Ṅ ︡ ףּ 3 8 289 טּ Ḯ
Ẇֿכ צּ טּ וֹ ṕ Ṗ 3,426 ṕ 3 8 Ṗ ךּ Ḯ
Ẇ ḭ Ṅ ︡ ףּ 3 9 4,393 טּ Ḯ

■指定研修機関数の推移 ■研修修了者数の推移
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特定行為に係る看護師の研修制度
指定研修機関数・研修修了者の推移
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県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

大学 大学院 大学病院 病院 診療所 医療関係団体等 専門学校

大学 大学院 大学病院 病院
(診療所を含む)

医療関係
団体等

専門学校 総計

28 14 49 179 18 1
289
機関

9.7% 4.8% 16.9% 62.1% 6.2% 0.3% 100%

Â都道府県別指定研修機関数(令和3年8月現在) Â施設の種類別指定研修機関数(令和3年8月現在)

ṕ Ṗ

ṕ2021 8 Ḳ Ṗ

特定行為研修を行う指定研修機関等の状況
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18

23

29

35

62

66

77

78

81

83

91

107

111

125

139

140

144

166

170

173

257

心嚢ドレーン管理関連

皮膚損傷に係る薬剤投与関連

透析管理関連

循環器関連

胸腔ドレーン管理関連

腹腔ドレーン管理関連

感染に係る薬剤投与関連

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理）関連

ろう孔管理関連

創部ドレーン管理関連

栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテーテル管理）関連

血糖コントロールに係る薬剤投与関連

術後疼痛管理関連

呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連

循環動態に係る薬剤投与関連

創傷管理関連

呼吸器（気道確保に係るもの）関連

動脈血液ガス分析関連

呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

指定研修機関の特定行為区分別開講状況

Ẇ ḭṡ Ṣ ︡ ךּ צּ Ḯךּ
ךּ ḭṡ ṕ Ṗ Ṣ ṡ Ṣּצ Ḯךּ

Ẇ ṇ ḭṡ Ṣּצ Ḯךּ

Â各特定行為区分別の研修実施指定研修機関数（n=289）

ṕ2021 8 Ḳ Ṗ

11

17

32

32

49

70

集中治療領域

外科系基本領域

外科術後病棟管理領域

救急領域

在宅・慢性期領域

術中麻酔管理領域

各領域別のパッケージ研修実施指定研修機関数

（ｎ＝134）
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1487

1885

1532

610 576 621 693

983
1128

1006

1837

1102

1530

617

3514

951

1434

871

11851111

622

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

修了者延べ人数： 25,295名

修了者総数： 4,393名（令和3年９月現在）

（名）

特定行為研修を修了した看護師数（特定行為区分別）

14

保健師助産師看護師法第３７条の２第２項第１号に規定する特定行為及び同項第４号
に規定する特定行為研修に関する省令（平成27年3月13日）（厚生労働省令第33号）

第15条第３項 指定研修機関は、前項の規定により特定行為研修修了証を交付したと
きは、当該交付の日から起算して１月以内に、特定行為研修を修了した看護師に関す
る前項各号に掲げる事項（氏名、修了した特定行為区分の名称など）を記載した報告
書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

ṕ2021 9 Ḳ Ṗ



研修の実施体制等

Ẇ צּ ︣ ḭ ︡

Ẇ אל ḭ ḭ

Ẇ צּ ︡ צּ וֹ ḭלּ

ḱ ḭe ṇ ︡ ךּ

ḭ ︣ ṕ Ṗ וֹ כֿ ︡ ךּ

ḱ ṕỪ ṇ Ṗ

e－ラーニングの活用状況 指定研修機関数 導入率

共通科目で活用している ２８５ ṕ289 Ṗ ９８．６％

区分別科目で活用している １７０ ṕ289 Ṗ ５８．８％

共通科目で活用している（大学院修士課程を除く） ２７５ ṕ275 Ṗ １００％

区分別科目で活用している（大学院修士課程を除く） １６４ ṕ275 Ṗ ５９．６％

指定研修機関におけるeｰラーニングを活用した研修の実施状況

ṕ2021 8 Ḳ Ṗ
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特定行為研修の履修免除について

33%

11%

56%

Â指定研修機関（n=289）

(96件)

(161件)

(32件)

Ẇ ךּ ṡ Ṣ 96 ṕ33ṾṖḭṡ Ṣ 32 ṕ11ṾṖḭṡ Ṣ 161
ṕ56ṾṖ טּ Ḯ

ṕ2021 8 Ḳ Ṗ16



指定研修機関あたりの定員数

ṕ2021 8 Ḳ Ṗ

4

26

29

22

63

23

7

14

6

22

1

4
2 2

5

2
1 1 1

14

2 2
1 1 1 1

8

1 1

4 4

1 1

5

1 1 1 1 1 1 1
0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 30 33 35 40 50 56 57 60 68 80 95 100 120 130 530

指定研修機関数（ｎ＝289）

Ẇ טּ ệ צּ ḭểṌỈשּ ︡ ךּ לּ ṕ57.7ṾṖ ךּ Ḯ

167機関（57.7%）
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

指定研修機関あたりの特定行為区分数

指定研修機関数（ｎ＝289）

Ẇ טּ ṡỆ Ṣּצ ḭשּ ךּ ṡệ ṢṡỄ Ṣ ךּ Ḯ

18ṕ2021 8 Ḳ Ṗ



２.特定行為研修修了後の活動
について
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特定行為研修を修了した看護師数（特定行為区分別）

2 ṕ Ṗוֹ

ｎ=3274
（名）

（令和2年12月末時点）
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特定行為研修修了者就業状況

【都道府県別】n＝2,532※３

令和3年6・7月現在就業場所 病院 診療所
訪問看護

ステーション
介護福祉
施設

教育機関 その他 未就労 不明※２

就業者総数 2240 40 145 34 41 16 16 707

割合 69.2% 1.2% 4.5% 1.0% 1.3% 0.5% 0.5% 21.8%

3 ṡ Ṣ

ṕ ễ Ị Ṗ

【就業場所別】n＝3,239名※１
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病院 診療所 訪問看護

ステーション

介護福祉

施設

教育機関 その他

未就労

7 

27
36 

21 21 

52 

70

53
51

95 91

244

163

20

49
51

31

6

27

48

96

122

22

33

57

228

114

19
16 16

31

61

39 43

21

29

13

38

68

35

24
30

15

3

70

48

ẑể פֿ ךּ
ẑỄ ṡ Ṣṡ Ṣṡ Ṣּך￼ פּ צּ ךּ
ẑễ 3239 פּ ṡ ḱ ḱ Ṣ צּ ךּ ךּ

75 

総数 3,239名
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Ễ ḱ

特定行為研修修了者の活動等の実態把握

︡ ḱ ḱ ︣ כֿ ḭ
בֿ כֿ ︡ Ḯ

Ḳ

Ḳ Ễ 12 24 Ṍ ễ Ễ ểỆ

ḲWEB ṇ פּ
Ṯ צּ פּ ṯ

Ṯ צּ פּ ךּ ṯ ṇ ︡ḭ ṇ

Ḳ1,654

ḲỊỄḰệṾṕ Ḳ1,364 Ṗ

Ḳ ףּ קּ
ḱבֿ ︣ קּ

︣ ṕ Ṗ קּ

調査の目的

調査方法

Ḳṕ Ṗ
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Ẇ ḱ ︣ ḭṡ Ṣּצ 36.4Ṿḭשּ ךּ ṡ ḱ ṇ Ṣּ24.8צṾḭṡ Ṣּ17.5צṾ טּ Ḯ
Ẇ ḱ ṕ ṇ ḭ Ṗ ︣ ḭ ṡ Ṣּצ 39.5Ṿḭשּ ךּ ṡ Ṣּ33.9צṾḭ
ṡ Ṣּ21.8צṾ טּ Ḯ

回答者の職位

病院・診療所以外（訪問看護ステーション、介護保険施設等）に就業する者の職位 （N=124）

病院・診療所に就業する者の職位 （N=1199）

1.1%

2.2%

3.0%

15.1%

17.5%

24.8%

36.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

看護部長

その他

副看護部長

副師長

師長

主任・リーダー等

一般スタッフ

4.8%

21.8%

33.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

その他

主任相当職

施設管理者

一般スタッフ 42人

27人

49人

6人

436人

297人

13人

26人

36人

181人

210人

Ễ ḱ

39.5%

23



Ẇ ︡ ḭṡ Ṣּצ 1,018שּ טּ Ḯ ךּ ṡ Ṣ581 ḭ ṕ
Ṗ 498 טּ Ḯ

Ẇ ︡ ṇ ṡ ḱ Ṣּצ 105שּ ḭ ךּ ṡ Ṣ45 ḭ 44 טּ Ḯ

修了した特定行為区分、領域別パッケージ研修

修了した特定行為区分（複数回答）（N=1363）

人

5

6

12

44

45

105

0 50 100

外科術後病棟管理領域

術中麻酔管理領域

外科系基本領域

救急領域

集中治療領域

在宅・慢性期領域

修了した領域別パッケージ研修 （N=1363）

人 Ễ ḱ
24

131

140

143

153

154

165

175

269

281

299

311

335

337

338

420

425

425

465

498

581

1018

0 200 400 600 800 1000 1200

心嚢ドレーン管理関連

胸腔ドレーン管理関連

透析管理関連

皮膚損傷に係る薬剤投与関連

循環器関連

腹腔ドレーン管理関連

術後疼痛管理関連

ろう孔管理関連

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

循環動態に係る薬剤投与関連

栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中心静脈注射

用カテーテル管理）関連

栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテーテル管理）

関連

創部ドレーン管理関連

感染に係る薬剤投与関連

血糖コントロールに係る薬剤投与関連

呼吸器（気道確保に係るもの）関連

動脈血液ガス分析関連

呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連

呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連

創傷管理関連

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連



Ẇ ※１ ךּ 47.1Ṿּצ ︡ ףּ ḭ ︡ ךּ ךּ 52.9Ṿ טּ Ḯ ︡ ṡ ḱ Ṣּצ פּ Ḯ
Ẇ ※１ ךּ ︡ ךּ 1.3Ṿ טּ Ḯ
Ẇ ※２ ךּ ︡ ךּ 9.2Ṿצּ טּ Ḯ

認定看護師、専門看護師の取得状況

認定看護師取得状況 (N=1363)

専門看護師取得状況 (N=1363)

0
0
0
0
0
0

1
1

2
2

3
4

6

0 2 4 6

地域看護

小児看護

母性看護

家族支援

遺伝看護

災害看護

精神看護

在宅看護

老人看護

感染症看護

がん看護

急性・重症患者看護

慢性疾患看護

専門看護師取得分野 (N=18 )

47.1%52.9%

取得している

1.3%

98.7%

取得している 取得していない 9.2%

90.8%

取得している 取得していない

人

診療看護師取得状況 (N=1363)

0
0
1
1
1
1
2
4
7
8
9
11
12
12
13
13
16

24
66
67
69

88
219

0 50 100 150 200 250

Ḙῐ

ϼзГϰϸиϾϯˢ͗ᴿ ˣ

ΥϭḘῐ

小児救急看護

Υϭ בּ Ḙῐ

Ḝ Ͼϯˢ͗ᴿ ˣ

ⱪ Ͼϯ

Ḙῐ

︣ Ḙῐ

зМРзГ˔ЄдрḘῐ

慢性心不全看護

Ḙῐ

Υϭᴟᶘ Ḙῐ

慢性呼吸器疾患看護

Υϭ Ḙῐ

Ḙῐ

ʾ ᴞ ᵲḘῐ

Ḝ Ͼϯ

Ḙῐ

ḇ Ḛ

Ͼϯ

ẎẍḘῐ

ʾ Ͼϯ

認定看護師 取得分野 (N=642)

ṥ Ṧ
ḱỌ ḱọ צּ אל ךּ ḭỌ Ḯ
ḱọ אל ṕ ḭ Ṗ ךּ ḭ
ọ Ḯ

Ễ ḱ
※１ 効率社団法人日本看護協会による資格認定制度
※２ 一般社団法人日本NP教育大学院協議会等の認める教育課程を経て認定された看護師
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68.4%

31.6%

はい いいえ

Ẇ ể וֹףּ ךּףּ ︡ ךּ ḭ68.4Ṿ טּ Ḯ
Ẇ ︡ ể וֹףּ ḭ6.7 טּ Ḯ
Ẇ ︡ ︣ ךּ ḭ טּצּ 30.9Ṿצּ טּ Ḯ ḭể ḭ9.3 טּ Ḯ

特定行為の実施状況、特定行為の実施効果

過去１年間における
就業先での特定行為実施状況 (N=1363)

直近で特定行為を実施した１週間における
勤務時間数及び特定行為実施時間数（平均値）(N=933)

修了者として活動する日の定めの有無(N=1363)

ể לּ
ṕ Ṗ(N=422)

9.3 ẑ

ẑ1 8 ︡

6.7

39.8 

30.9
%

69.1
%

はい いいえ

Ẇ ṡ צּ אל כֿ ḭ אל צּ אל Ṣּצ 73.3Ṿשּ טּ Ḯ ךּ ḭ
ṡ ︣ ṇ ḭ צּ כֿ ḭ ḱ צּ ︡ Ṣ62.8Ṿ טּ Ḯ
ṡ צּ אל כֿ ḭ צּ Ṣ56.4Ṿ טּ Ḯ

25.3%

30.5%

52.7%

53.9%

56.4%

62.8%

73.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

医師の緊急対応回数が減少した

その他

医師への特定行為の対応や処置依頼の回数が減った

判断に必要な情報を修了者が整理し報告する等で医師の診療がスムーズになった

修了者によるケアが実施されることで、業務が効率的になった

他の看護師に対するコンサルテーション等、特定行為研修修了者が指導的立場を取ることで、看護

職員の知識・技術が向上した

修了者によるケアが実施されることで、患者に提供されるまでの処置の時間が短縮された

特定行為の実施効果（複数回答）(N=933※過去１年間に特定行為を実施したと回答した者)

Ễ ḱ
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特定行為を実施していない理由

0.5%

12.1%

14.6%

21.6%

33.4%

51.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

患者の理解が得られない

修了した区分別科目や領域別パッケージ研修に含まれる特定行為に関連する部署に配属さ

れていない

就業先の特定行為研修制度についての理解が得られない

特定行為を実施する対象者がいない

その他

就業先で、特定行為研修修了者が活動できるような体制がない

特定行為を実施していない理由（複数回答）(N=431)

ṥ Ṧ

ḱ צּ אל ךּ Ḯ
ḱ ṇ ︣ אל ךּ Ḯךּ
ḱ צּ ḭ Ḯ
ḱ צּ ךּ Ḯ ṇּצ ︡ ךּ Ḯ פּ ︡ ךּ Ḯ
ḱ ḭ ḭ אל ךּ Ḯ

Ẇ ︡ ךּ ךּ ︡ ḭṡ צּ קּ לּ צּ צṢּךּ 51.7Ṿḭשּ ךּ ṡ Ṣּ34.1צṾḭ
ṡ ︣ ךּצּ 21.6ṾḭṡצṢּךּ ךּ צּ 14.6ṾצṢּךּ טּ Ḯ
Ẇ ︡ ḭṡ צּ אל ךּ Ṣṡ ︣ אל ךּ Ṣךּ טּ Ḯ

Ễ ḱ 27



Ẇ ṇ ṕ Ṗּצṡ Ṣ ︡ 63.6Ṿ ḭṡ Ṣ ︡ ḭ
71.3Ṿּצ ︡ ףּ ḭ ḭ2.9 Ṋ טּ Ḯ
Ẇ ︡ ךּ ︡ ṡ ṇ צּ פּ ךּ Ṣּצ 69.1Ṿשּ טּ Ḯ
Ẇ ︣ ṇ ︡ ṡ ḱ Ṣּצ 34.0Ṿḭשּ ךּ ṡ Ṣ33.8Ṿ טּ Ḯ

特定行為研修修了後のフォローアップ等

指定研修機関や就業先でのフォローアップ
（定期的な研修や勉強会等）の有無

(N=1363)

63.6%

36.4%

有 無

フォローアップ有

フォローアップ参加の有無
(N=864)

0.8%

4.0%

26.1%

31.7%

69.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

フォローアップの必要性を感じないため

フォローアップの機会があることを知らな

かったため

その他

開催場所が遠方のため

スケジュールの都合がつかないため

参加しない理由（複数回答） (N=249)

2.7%

29.6%

33.8%

34.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

その他

講演会・講義

症例検討会

他の修了者との意見・情報交換の場

希望するフォローアップの内容（複数回答）
(N=1363)

71.3
%

28.7
%

有 無

ṕ Ṗ
2.9 /︡ ךּ

30.8%

69.2%

有 無

特定行為研修に関する講師等での参加の有無
(N=864)

28
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Ẇ ︣ טּ ︢ ךּ כֿ ︡ ḭṡ ךּ ︣ כֿ Ṣּצ 53.6Ṿשּ טּ Ḯ
ךּ ṡ ︡ וֹ ךּ טּצּ Ṣּ38.3צṾḭṡ צּ Ṣ31.1Ṿךּ טּ Ḯ

特定行為を実施する上で困難を感じること

2.9%

13.4%

19.4%

23.8%

25.4%

31.1%

38.3%

53.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

患者・家族の理解を得られない

医師が手順書の作成・見直しに非協力的

同僚・上司の理解を得られない

その他

医師の理解を得られない

症例が少ない

修了者自ら手順書を作成しなければならない状況がある

特定行為研修制度について周知すること

特定行為を実施するにあたり困難に感じていること（複数回答）
(N=1363)

ṥ Ṧ

ḱ Ḯ Ḯ
ḱ ︣ ḭ שּ
ḱ ︣
ḱ ḭ צּ ךּ
ḱ ︡ וֹ ￼ צּ
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Ẇ ︡ פּ וֹ ךּ 26.4Ṿ טּ Ḯể ︡ ṡểỂṌỄỂ Ṣּ30.0צṾ טּ Ḯ
Ẇ כֿ ︡ ṡ ︡ ḱ Ṣּ64.3צṾ ḭשּ ךּ ṡ ︣ Ṣּ45.1צṾ
טּ Ḯ

特定行為研修修了者としての手当等

特定行為研修修了者としての就業先からの
賃金手当の有無 (N=1363)

26.4%

73.6%

有 無

就業先からの１年当たりの報酬額
(N=360)

23.5%

24.9%

45.1%

64.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

就業先での同僚への指導の場の提供

その他

特定行為研修に関する就業先での広報活動

修了者としての賃金の追加・手当の支給

就業先へ求めること（複数回答） (N=1363)

20.8% 23.9% 30.0%
10.0%

15.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

５万円以下 ５～10万円 10～20万円 20～30万円 30万円以上
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Ẇ ︡ ṡ Ṣּ77.4צṾ ḭשּ ךּ ṡ אל Ṣּ70.7צṾḭ טּ Ḯ
Ẇ ︣ ︡ כֿ ︡ ṡ צּ ︡ ךּ ︡ ךּ Ṣּ41.5צṾṡ טּ פּ Ṣּצ

32.8Ṿḭṡ פּ ḱךּ ︡ 23.1ṾḭṡצṢּךּ︣ צּ Ṣּ22.1צṾ טּ Ḯ

特定行為研修を受講した動機等

受講動機（複数回答）（N=1363）

1.3%

2.5%

7.6%

8.0%

24.6%

41.5%

70.7%

77.4%

0% 50% 100%

Ỳʻ︣ ΥϜϣΠϥθϛ

Τϣχ ΥΚμθ

Τϣ▼ὣϬיּ Ϊθ

Ḙῐ◖χễӾᴿ τ “Ӯᾆ Υ

ϙ₅ϘϦοΜθθϛ

Ộ Υ◙ ᾆ ṐḩϘθψẸ ☼ πΚϤʺ

ᾆ Υ ΪϞβΤμθθϛ

◄Τϣχ ʾ◙ꜘΥΚμθ

ḆּיϒϾϯϬ ήδϥθϛם

ІϺиϯАФχθϛ

1.7%

11.6%

16.1%

22.1%

23.1%

32.8%

41.5%

0% 20% 40% 60%

„ ΥӗΜθϛ χ Τϣיּ

ϛϣϦθθϛ

Πϥẩ χ Ӥ π

ζχ◙ ᾆ ṐḩΰΤσΤμθθϛ

ζχ

„ Υ ϥθϛ

ꜛ ΤϣựΜʾϯϼЈІΰϞβΜ

Ộ πΚϥΤϣ

ᾆ Υꜛ χ „ΰθΜ

ρ› ΰοΜθθϛ

MA,N˹136
指定医療機関選択の際に重視したこと（複数回答）（N=1363）
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Ẇ ︣ טּ ḭ ︡ פּ פּלּ ṡ 91.7ṾצṢּנּךּךỊ.3ṾḭṡּצṢּךּ טּ Ḯ
Ẇ ︡ ︡ צּ פּ ṡ Ṣּ43.4צṾḭ ךּ ṡ Ṣּ25.7צṾḭṡ Ṣּ14.2צṾ טּ Ḯ

特定行為研修を受講する際の退職の検討

受講にあたり退職を検討したか（N=1363） 退職を検討した理由（自由記載）
（N=113）

43.4%

25.7%

14.2%

7.1% 7.1%
1.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

ᵔ Ⱳḧ Ϻазϯ ẩ ᶘԚ ΣỲ

8.3%

91.7%

はい いいえ

לּ ךּ ︡

ḭ צּ ḭךּ צּ ךּ

ḭ ︡ פּ ḭ ḱ צּ

ךּ פּ ḭ ︡פּ פּ

צּ

ףּ
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Ẇ ︡ ṡ HPṢּ53.2צṾ ḭשּ ךּ ṡ HPṢּ50.9צṾ טּ Ḯ
Ẇ ︡ פּ ︡ ṡ ḱ Ṣּ82.3צṾ ḭשּ ךּ ṡ Ṣ63Ṿ טּ Ḯ
Ẇ ︢ ︡ צּ פּ ṡ צּ 51.9ṾḭṡצṢּךּ︡ ḱ צּ ︣ Ṣּ40.8צṾ טּ Ḯ

特定行為研修受講にあたっての支援・困難等

情報収集の方法（複数回答）（N=1363）

就業先からの支援（複数回答）（N=1363）

受講期間中に感じた困難（複数回答）（N=1363）

53.2% 50.9%

37.1%
30.0%

25.4% 24.3%

10.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

82.3%

63.0%

11.1% 10.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ỡ

ʾ
Ⱳ
ḧ

„
ζ
χ

Ẉ

ΰ

„
β
ϥ
ά
ρ

ϒ
χ

10.3%

12.5%

19.4%

23.2%

30.9%

32.6%

33.5%

40.8%

51.9%

0% 20% 40% 60%

ζχ

◄Ϟ χ ᵔΥσΜ

ᾆ ṍḧϒχϯϼЈІΥӂΜ

ם Υ ᶎ π

ІϾЅв˔иΥ ϙτΨΜ

„ τ Υᾚ βϥ

ᴪ ᶨρχ Υ ΰΜ

„χ ΥΤΤϥ

χ ԌʾІЌАТχ

Ộ Υ ᴥβϥ

▫Ⱨρχ Υ ΰΜ

Ễ ḱ

ᾆ ṐḩϒχϯϼЈІΥӂΜ
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区分別研修修了者の活動日の有無

30.9%

ˢ422 ˣ

69.1%

ˢ941 ˣ

ψΜ ΜΜΠ

活動日はあるか（N=1363）

Ẇ ךּ ṡ Ṣ ︡ 30.9Ṿṕ422 Ṗḭṡ Ṣ ︡ 69.1Ṿṕ941 Ṗ טּ Ḯ
Ẇ ṡצּ Ṣ ︡ ṡ Ṣּצ 37.3Ṿ(193 ) ḭשּ ךּ ṡ ṇ Ṣּצ 36.8Ṿ(119 Ṗ טּ Ḯ

34Ễ ḱ

29.7％（106人）

30.6％（124人）

32.9％（131人）

40.0％（51人）

35.1％（46人）

33.4％（46人）

32.3％（52人）

31／5％（75人）

31.6％（97人）

29.2％（79人）

37.3％(193人)

36.8％(119人)

30.0％（108人）

33.1％（46人）

31.4％（272人）

33.0％（98人）

34.0％（121人）

31.3％（52人）

29.2％（73人）

32.5％（80人）

33.6％（50人）

70.3％（251人）

69.4％（281人）

67.1％（267人）

66.0％（99人）

64.9％（85人）

66.7％（92人）

67.7％（109人）

68.5％（163人）

68.4％（210人）

70.7％（191人）

62.7％（324人）

63.2％（204人）

70.0％（252人）

66.9％（93人）

68.6％（594人）

67.0％（199人）

66.0％（235人）

68.7％（114人）

70.8％（177人）

67.5％（166人）

66.4％（99人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ᾦẊṀˢṓ ᶎ τἰϥϜχˣḩ

ᾦẊṀˢ ῬᾦẊ τἰϥϜχˣḩ

ᾦẊṀˢ ṍᾦẊ τἰϥϜχˣḩ

ḕṀḩ

Жй˔рḚ ḩ

ị‘Жй˔рḚ ḩ

‘Жй˔рḚ ḩ

ϧΞῩḚ ḩ

ֵ τἰϥϸГ˔ГиḚ ˢ ϸГ˔ГиḚ ˣḩ

ֵ τἰϥϸГ˔ГиḚ ˢ ἷ בּ ϸГ˔ГиḚ ˣḩ

創傷管理関連

Жй˔рḚ ḩ

ὬׁϹІ ḩ

透析管理関連

ֵ ẉό Ḛ τἰϥ − ḩ

ḇ τἰϥ − ḩ

Ὤ ЀрЕк˔иτἰϥ − ḩ

術後疼痛管理関連

ḕ τἰϥ − ḩ

ẉό Ὂ τἰϥ − ḩ

τἰϥ − ḩ



パッケージ研修修了者の過去１年以内における特定行為の実施の有無

Ễ ḱ

Ẇ ṇ 1 ךּ ṡ Ṣ ︡ ṡ Ṣּ87.8צṾ ṕ36 Ṗ ḭשּ ךּ ḭ
ṡ Ṣּ75צṾ ṕ 3 Ṗḭṡ ḱ Ṣּצ 74.2Ṿ (75 Ṗ טּ Ḯ

87.8%s 36 ˣ

75̋ (3 )

66.7%(2 )

74.2%(75 )

12.2%(5 )

25̋ (1 )

33.3%(1 ) 

25.7̋ (26 )

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

救急領域

術中麻酔管理領域

外科術後病棟管理領域

在宅・慢性期領域

(n=41)

(n=4)

(n=3)

(n=101)
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区分別研修修了者の過去１年以内における特定行為の実施の有無(修了区分別）

68.4%

ˢ932 ˣ

31.6%

ˢ431 ˣ

ψΜ ΜΜΠ

過去1年以内に就業先で
特定行為を実施しているか（N=1363）

Ẇ 1 ךּ ṡ Ṣ ︡ 68.4Ṿṕ932 Ṗḭṡ Ṣ ︡ 31.6Ṿṕ431 Ṗ טּ Ḯ
Ẇ 1 ṡ Ṣ ︡ ṡ ṇ Ṣּ86.3צṾṕ139 Ṗ ḭשּ ךּ ṡ ṇ Ṣ
Ṿ 85.5צּ ṕ 118 Ṗ טּ Ḯ

36
͎ Ḙῐ◖χ “Ӯᾆ τἰϥם ₰ʾ ⱧỘ

81.8％（293人）

82.2％（332人）

80.7％（321人）

82.0％（123人）

84.6％（110人）

85.5%(118人)

86.3%(139人)

79.8％（190人）

77.9％（239人）

76.3％（206人）

80.3％（415人）

81.6％（262人）

85.3％（307人）

84.2％（117人）

65.8％（570人）

69.5％（207人）

67.4％（240人）

80.1％（133人）

79.6％（199人）

71.1％（175人）

83.2％（124人）

18.2％（65人）

17.8％（72人）

19.3％（77人）

18.0％（27人）

15.4％（20人）

14.5％（20人）

13.7％（22人）

20.2％（48人）

22.1％（68人）

23.7％（64人）

19.7％（102人）

18.4％（59人）

14.7％（53人）

15.8％（22人）

34.3％（296人）

30.5％（91人）

32.6％（116人）

19.9％（33人）

20.4％（51人）

28.9％（71人）

16.8％（25人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ᾦẊṀˢṓ ᶎ τἰϥϜχˣḩ

ᾦẊṀˢ ῬᾦẊ τἰϥϜχˣḩ

ᾦẊṀˢ ṍᾦẊ τἰϥϜχˣḩ

ḕṀḩ

Жй˔рḚ ḩ

ị‘Жй˔рḚ ḩ

‘Жй˔рḚ ḩ

ϧΞῩḚ ḩ

ֵ τἰϥϸГ˔ГиḚ ˢ ϸГ˔ГиḚ ˣḩ

ֵ τἰϥϸГ˔ГиḚ ˢ ἷ בּ ϸГ˔ГиḚ˜

創傷管理関連

Жй˔рḚ ḩ

ὬׁϹІ ḩ

透析管理関連

ֵ ẉό Ḛ τἰϥ − ḩ

ḇ τἰϥ − ḩ

Ὤ ЀрЕк˔иτἰϥ − ḩ

術後疼痛管理関連

ḕ τἰϥ − ḩ

ẉό Ὂ τἰϥ − ḩ

τἰϥ − ḩ



職位別過去１年以内における特定行為の実施の有無

（訪問看護ステーション・介護保険施設等の実施者別）

Ễ ḱ

Ẇ 1 ךּ ṡ Ṣ ︡ ṡ Ṣּצ 65.3Ṿ(32 Ṗ ḭשּ ךּ ḭṡ Ṣּ61.9צṾ (26 Ṗ
ṡ Ṣּ51.9צṾṕ14 Ṗ טּ Ḯ

66.7%(4 )

51.9%(14 )

61.9̋ (26 )

65.3%(32 )

33.3%(2 )

48.1%(13 )

38.1%(16 )

34.7̋ (17 )

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ζχ

︠

☼ Ḛ יּ

ІЌАТ
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特定行為を実施するにあたり困難に感じていること別

過去１年以内における特定行為の実施の有無（複数選択可）

244
25 107 173 222 307 345 482

80
15 76 92 125 116 177 249

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ẇṡ ךּ ︣ כֿ Ṣ ︢ ךּ 1 ︡ ךּ 482צּ פּ Ḯ ךּ ḭ
ṡ ︡ וֹ ךּ טּצּ Ṣ ︢ ךּ 1 ︡ ךּ 345 Ḯ
Ẇṡ ḱ Ṣךּ ︢ ךּ 1 ︡ ךּ 25 פּ Ḯ

Ễ ḱ
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22 74 4 14 24 4 2 10 4 7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ḱICU

ṕ Ṗ

ṇ

○ 直近６ヶ月間に、新型コロナウイルス感染症患者または感染の疑いのある患者の看護に従事しているかについて、「はい」が５５．９％、
「いいえ」が４４．１％であった。

○ 実施した特定行為は、「直接動脈穿刺法による採血又は橈骨動脈ラインの確保」が26.3％、「侵襲的陽圧換気の設定の変更又は非侵襲的
陽圧換気法の設定の変更」が１５．１％、「その他の特定行為」１２．９％であった。

新型コロナウイルス感染症患者への特定行為の実施状況

新型コロナウイルス感染症患者の看護に従事 しているか？ （N=1364）

“Ӯם☼
新型コロナウイルス感染症患者へ実施した特定行為

（複数回答） （N=165）

このうち、特定行為を実施したのは165名

新型コロナウイルス感染症患者へ特定行為を実施した
病院勤務の看護師の所属部門 （N=165）

55.9̋ 44.1̋

˲ᵵ ˳
調査期間：令和2年12月24日～令和3年2月14日

：特定行為研修修了者（回答数：1,364名）
回収率：82.5％

2 Ḙῐ◖χ “Ӯτἰϥם ₰ʾ ⱧỘ
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12.9̋

0.5̋

3.8̋

4.3̋

7.5̋

7.5̋

10.5̋

11.6̋

15.1̋

26.3̋

0 5 10 15 20 25 30

Ṝӟᵰχ “Ӯ

Ὂ χ ⌠ẉόḚ

ἷ בּ ϸГ˔Гиχ

ḇ ῙΥΚϥּיτ βϥ −χ Ⱳχ

ⱱ χ‰ϸкз˔ ׁχ χ ψ

τ βϥ ׁτϢϥ

ῬᾦẊṀΤϣχ

Ὂῢ ṓḚЎв˔У ψὊ ṓḚЎв˔Уχӡ

χ

ῬᾦẊḚ ΥσήϦοΜϥּיτ βϥ χ

χ

ӊḊṓχ χ   ψ ӊḊ

ṓχ χ  

▼ τϢϥ⅜Ὤ ψ ₃ жϱрχ

ᶎ



訪問看護ステーションにおける特定行為研修制度促進に係る課題等調査事業（令和２年度 看護職員特別対策事業）

ךּףּ צּ ךּ וֹ
︣ ḭ ṇ וֹףּ
︡ Ḯ

Ḳ

調査の概要

【１次調査】
：訪問看護ステーション（全国訪問看護事業協会会員訪問看護ステーション）の管理者
Ḳ Ễ 11 2 Ṍ12 ỉ

Ḳ 6,200
Ḳ31.6Ṿṕ Ḳ1,965 Ṗ
Ḳ ḭ ḭ

【２次調査】
調査対象：一次調査で修了者等がいると回答した訪問看護ステーション管理者、修了者

Ḳ ễ ễ ễ Ṍễ 16
Ḳ168

Ḳ 32.2Ṿṕ Ḳ54Ṗḭ 25.0Ṿṕ Ḳ42Ṗ
Ḳ ḭ ḭ

Ḳ ṕ ךּצּ ḲỄị ḭ ךּצּ ḲỄỂ ḭ ךּצּ ḲỄỆ Ṗ
ṕ ḲỄệ ḭ ḲểỄ ḭ Ḳệ Ṗ
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5.5% 92.1% 2.4%

ᵕ

3.2% 93.3% 3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有 無 未回答

3.7% 92.4% 3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有 無 未回答

主な調査結果 【一次調査結果※】 その①

特定行為研修修了者の有無（N=1965)

特定行為研修予定者の有無(N=1965)

5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 11 11 11
15 16 17

26 28 30 31
37

4.6% 5.6% 6.5% 6.5% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 8.3% 8.3%
10.2% 10.2% 10.2%

13.9% 14.8% 15.7%

24.1%
25.9%

27.8% 28.7%

34.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

特定行為研修修了者の区分別 ステーション数・割合(N=108)

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
数

ךּ ḭ ệḰệṾṕểỂỊצּ Ṗḭ ễḰỄṾṕỈỄצּ Ṗḭ ễḰỉṾצּ
ṕỉỄ Ṗ טּ Ḯ ễ ḭṡ ḱ ṢṕễỆḰễṾḭễỉ Ṗḭṡ Ṝ
ṕỄỊḰỉṾḭễể Ṗḭṡ לּ ṢṕỄỉḰỊṾḭễỂ Ṗ טּ Ḯ

特定行為研修 受講中者の有無(N=1965)

ẑ ḭ ṇ ṕ ṇ Ṗ ộṬ1965
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52.0% 44.7%

2.5%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

受講させたい 受講させたいと思わない 両方回答あり 未回答

14 20 25 33 33 75 84 95
168 182 196

242 243 244 266 282 295
351 387 399

639

1.4% 2.0% 2.4% 3.2% 3.2%
7.3% 8.2% 9.3%

16.4% 17.8% 19.2%
23.7% 23.8% 23.9%

26.0% 27.6% 28.9%

34.3%
37.9%

39.0%

62.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0

100

200

300

400

500

600

700

特定行為研修 将来の受講希望 n=1965

特定行為研修 将来受講させたい区分別 ステーション数・割合（Ｎ＝１０２２）

ṇ

主な調査結果 【一次調査結果】 その②

ḭ אל ךּ ︡ 52.0Ṿṕ1,022 Ṗ טּ Ḯ
ḭ אל ךּ ḭṡ Ṣּצ ḭשּ ךּ ṡ Ṣḭṡ לּ Ṣṡ ḱ

Ṣ טּ Ḯ

主な調査結果 【一次調査結果※】 その②

ẑ ḭ ṇ ṕ ṇ Ṗ ộṬ1965
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0.6%

1.2%

2.0%

3.1%

42.8%

49.9%

70.0%

94.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

医師からの勧め

自法人が指定研修機関であるため

その他

修了者がいる他のステーションや医療機関の状況をみて

専門性を高め、他のステーションと差別化を図りたい

研修修了者による他の職員への波及効果

利用者のQOL向上

看護職員のスキルアップやキャリア支援

56.4%

38.0%

24.5%

23.4%

21.5%

21.2%

20.3%

12.9%

11.5%

11.1%

6.6%

5.3%

3.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

職員数に余裕がない

受講希望者・該当者がいない

看護師の負担が増える

自事業所において必要性を感じない

受講が長期に渡る

研修費用の負担が大きい

実施上のリスク

制度が良く分からない

指定研修機関が近くにない

主治医の理解や協力を得ることが難しい

利用者/家族等のニーズがない

事業収入減少に対応不可

その他

受講させたい理由（上位３つまで）（N=1022)

受講させたいと思わない理由（上位３つまで）(N=879)

Ẇ אל ךּ ṡ Ṣּצ ḭשּ ךּ ṡ ỜỚỗ Ṣṡ Ṣ
ṡ ṇ Ṣךּ טּ Ḯ

Ẇ אל ךּ ךּ ︡ ḭṡ צּ צṢּךּ ḭשּ ךּ ṡ ḱ ךּצּ Ṣṡךּ צּ נּ Ṣ
ṡ ךּףּ ︢ Ṣךּ טּ Ḯ

主な調査結果 【一次調査結果※】 その③

ẑ ḭ ṇ ṕ ṇ Ṗ ộṬ1965
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主な調査結果 【一次調査結果※】 その④

57.2%

52.7%

47.0%

27.3%

17.5%

13.5%

11.5%

9.8%

8.9%

2.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

職員不足

勤務調整

他の職員への業務負担

受講費の補助

職員補充

給与や社会保障費用

収益の減少

医師の理解や協力

法人が必要と思わない

その他

受講に関するステーションの課題（上位３つまで）(N=1965)

81.5%

50.5%

47.9%

44.4%

6.0%

2.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

通常業務と研修との両立が困難

子育て等家庭生活との両立が困難

受講費の負担

教育機関・実習機関が遠方で通学が困難

経験年数

その他

看護職員に想定される課題（上位３つまで）(N=1965)

Ẇ ︣ ṇ ︡ פּ ḭṡ Ṣ טּ Ḯ ךּ ṡ Ṣṡ Ṣ טּ Ḯ
Ẇ אל ︡ ṡ צּ Ṣּצ ḭשּ ךּ ṡ צּ Ṣṡ Ṣ
טּ Ḯ

ẑ ḭ ṇ ṕ ṇ Ṗ ộṬ1965
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主な調査結果 【一次調査結果※】 その⑤

22.8% 29.5% 42.3% 5.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

近隣（二次医療圏）の特定行為研修修了者の有無

(N=1965)

いる いない わからない 未回答

Ẇ ṕ Ṗ וֹףּ ךּ ḭ וֹףּ ךּ ḭṡ פּ Ṣךּ
צּ ךḭṡּשּ Ṣ ︡ 22.8Ṿṕ449 Ṗ טּ Ḯ

Ẇ ḭṡ Ṣּצ ḭשּ ךּ ṡ ṇ Ṣ טּ Ḯ
Ẇ ךּ ṡ ︡ כֿ צṢּךּ ḭשּ ךּ ṡ ︣ Ṣṡ Ṣṡ Ṣ
טּ Ḯ

59.7%

37.0%

3.8%

1.3%

0.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

病院

訪問看護ステーション

診療所

その他

教育機関

近隣の特定行為研修修了者の所属先（複数回答）

(N=449)

49.2%

23.4%

14.3%

10.5%

4.7%

0.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

活用や連携したことはない

利用者に関する相談

同行訪問

研修会等の講師を依頼

特定行為研修受講に関する相談

その他

近隣の特定行為研修修了者の連携等の状況（複数回答）

（N=449)

ẑ ḭ ṇ ṕ ṇ Ṗ ộṬ1965
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主な調査結果 【一次調査結果※】 その⑥

10.7% 70.2% 19.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

(N=449)
いる いない 未回答

81.5% 13.1%

5.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

特定行為研修修了者と事例検討等の実施の有無(N=449)

無 有 未回答

61.0% 32.2% 6.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

実施の場合の同一法人間の実施の有無(N=59)

無 有 未回答

Ẇ ךּצּ ︡ ṇ לּ ḭ צּ אל ךּ
ךּצּ ︡ ḭ10.7Ṿṕ48 Ṗ טּ Ḯ

Ẇ ︡ ךּ ︡ 13.1Ṿṕ59 Ṗ 32.2Ṿṕ39 Ṗ טּ Ḯ

ẑ ḭ ṇ ṕ ṇ Ṗ ộṬ1965
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他機関の特定行為研修修了者により特定行為が実施されている利用者の有無



主な調査結果 【一次調査結果※】 その⑦

Ẇ ךּףּ ︣ ךּ ḭṡ Ṣ
צּ ḭשּ ךּ ṡ ︣ Ṣṡ ḱ צּ אל כֿ Ṣ טּ Ḯ

60.9%

43.4%

39.9%

37.2%

33.6%

32.7%

13.2%

1.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

特定行為研修修了者に係る報酬上の評価

受講中の人員補助等に対する支援策

指定研修・実習機関が近隣に設置されること

制度の周知

主治医の理解促進

自治体からの研修費補助

利用者/家族の理解促進

その他

推進のために必要な施策等（上位３つまで）(N=1965)

ẑ ḭ ṇ ṕ ṇ Ṗ ộṬ1965
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ṥ Ṧ
研修中に行ったこと（管理者） 受講を可能にした要因（研修修了者）

○ צּ כֿ ךּ ḭṡ ךּ ︡ Ṣּצ ḭשּ ךּ ṡ Ṣḭ
ṡ ṕ ḱ נּ ṖṢ טּ Ḯ

52.4%
45.2%

42.9%
35.7%

33.3%
26.2%

23.8%
14.3%

4.8%
2.4%
2.4%

7.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

e-ж˔ИрϽπχ „Υᴦ

◄χ ᵔ(Ỡ ʾ ḊΠ )

ᾆ ⱲḧΥỠ ӌΜρσϥ

ם ϒχ ᶘχΰϞβή

ᾆ „τἰϥ χ ˢԁ ˣ

ᾆ „τἰϥ χ ˢ ᶛˣ

ᴪ /ự χיּ ᵔ

◄ʾ χ ϘΰϞ ᵔ

ᾆ ●χνσΥϤ

ᾆ ṍḧ χּזᵓ ϒχᴥ כ◦

ם ◙ χיּ ᴂ

ζχ

○ ︡ ךּ ḭṡe ṇ צּ Ṣּצ ḭשּ ךּ ṡ ṕ ḱ
נּ ṖṢḭ ṡ צּ ךּ Ṣ טּ Ḯ

38.9%

35.2%

25.9%

20.4%

16.7%

14.8%

14.8%

5.6%

1.9%

0.0%

9.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

ᾆ „ⱲḧϬỠ ӌΜρΰẚ Ϭ◦ẚ

χ ԌϒỘ ϬӢ

χỠיּ„ ˢⱲ ʾ Π ˣ

„ χּזᵓ χὋ ᴥ

„ χ ˢԁ ˣ

„ χ ˢ ᶛˣ

ЯЎЦ˔ЄдрӲⱱχθϛχ ΤΪʾ Ϙΰ

Ԍχ

ψ“ϩσΤμθכ◦

ζχ

ᵕ

2 ṇ וֹףּ
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【管理者】研修中に行ったこと（上位３つまで）(N=54)

【研修修了者】受講を可能にした要因（上位３つまで）(N=42)



ḭצּ ︢ כֿ ḭṡ Ṣḭṡ
Ṣּצ ḭשּ ךּ ṡ צּ צּ Ṣḭṡךּשּ Ṣ טּ Ḯ

ḭצּ כֿ ḭṡ Ṣּצ ḭשּ ךּ ṡ פּ Ṣḭ
ṡ Ṣḭṡ צּ ṇ צּ Ṣךּשּ טּ Ḯ

59.5%
38.1%

33.3%
33.3%

21.4%
19.0%

16.7%
11.9%

9.5%
4.8%

2.4%
0.0%

4.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Ộ ρχ

ԌτᶝΤϥ ϒχṓέφ

ᴪ ᶨρχ

ם Υ ᶎ σθϛʺỠ ІϾЅв˔иΥ ϙτΨΜ

„τἰϥ χ

ẚ ᾚ

ᾆ ṍḧΥ Μ

ם Ӻ ṐḩΥקΜ

ם Υ Ϥ Ϙγᾆ ṍḧϢϤ Ψσμθ

Τϣχ ᵔ

ẚ ẚ

ᵓזּ χ

ζχ

【研修修了者】受講中に困難を感じたこと（上位３つまで）(N=42)

їЖ ̉ᴇ2₴↓ ᵂ ȷɄɶȵɥɱǲǑǘȒ ὑ ʹѰ↓͝ ǲ͜Ȓ ˗

2 ṇ וֹףּ (2 ẑ)

研修中に困難を感じたこと（管理者・研修修了者）

【管理者】研修派遣中に困難を感じたこと（上位３つまで）(N=54)

48.1%

48.1%

31.5%

27.8%

16.7%

11.1%

9.3%

9.30%

7.4%

40.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

χ ԌϒχỘ χЫКЅЮрЕ

ṍτ ϥᾆ ṍḧ χỠ

ם Υ ӗ σθϛỠ Υ κτΨΜ

Ԍ

Ԍχ

„ χ

χᾚ׃

◙ ᾆ ṐḩΥקΨם Ⱳḧᶎ χθϛχỠ

ζχ

ᵕ
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ṥ Ṧ
過去１年間の特定行為実施の有無（管理者・研修修了者）

ṥ Ṧ
Ẇ ṡ ︡ Ṣּ22.2צṾṕ12 Ṗḭṡ ︡ ךּ 31.5Ṿṕ17צṢּךּ Ṗ טּ Ḯ
ṥ Ṧ
Ẇ וֹףּ ṡ ︡ Ṣּ44.0צṾṕ11 Ṗḭṡ ︡ ךּ 56.0Ṿṕ14צṢּךּ Ṗ טּ Ḯ

22.2% 31.5% 46.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ΰθ☼ם ΰοΜσΜ☼ם ᵕ

44.0% 56.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ΰθ☼ם ΰοΜσΜ☼ם

2 ṇ וֹףּ
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【管理者】過去１年間、修了者は特定行為を実施したか (N=54)

【研修修了者】現在の施設において過去１年間、特定行為を実施したか (N=25)



ṥ Ṧ
特定行為の実施の頻度（管理者・研修修了者）

ṥ Ṧ
Ẇ ṡ ︡ ךּ Ṣּ66.7צṾṕỊ Ṗḭṡ ︡ ךּ Ṣּ33.3צṾṕỆ Ṗ טּ Ḯ

66.7% 33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ṍ τם☼ΰοΜϥ τם☼ΰοΜϥ ζχ

【管理者】特定行為の実施頻度はどのような状況か（N=12)

ṥ Ṧ
Ẇ ṡ Ṣּ45.5צṾṕệ Ṗḭṡ ︡ ךּ Ṣּ54.5צṾṕỈ Ṗ טּ Ḯ

45.5% 54.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ṍ τם☼ΰοΜϥ τם☼ΰοΜϥ ζχ
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【研修修了者】特定行為の実施頻度はどのような状況か（N=11)



ṥ Ṧ
特定行為研修修了者による効果～訪問看護ステーションに関して～（管理者・研修修了者）

ṥ Ṧ
Ẇ ṡ צּ ṇ כֿלּ ḱ צּ ︡ Ṣּצ ḭשּ

ךּ ṡ ṇ ︡ צּ אל לּ Ṣ טּ Ḯ

ṥ Ṧ
Ẇ ṡ צּ ṇ כֿלּ ḱ צּ ︡ Ṣּצ ḭשּ

ךּ ṡ ṇ ︡ צּ אל לּ Ṣ טּ Ḯ

18

16

6

6

3

3

2

0Ὧ 2Ὧ 4Ὧ 6Ὧ 8Ὧ 10Ὧ 12Ὧ 14Ὧ 16Ὧ 18Ὧ 20Ὧ

修了者がコンサルテーションなどを行うことで、他の看護職員の知識・技術が向上した

ST全体として利用者の状態に合ったケアがより適切に提供されるようになった

特定行為を実施する環境を整備していくことで医療安全に対する意識が高まった

効果を確認できない・わからない

修了者がいることで新規利用の獲得につながった

他の看護職員が特定行為研修を受講する動機づけにつながった

PR等になり、就業希望者があった

【管理者】研修修了者による効果（複数回答）（N=29)

15

14

4

4

2

1

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

修了者がコンサルテーションなどを行うことで、他の看護職員の知識・技術が向上した

ステーション全体として利用者の状態に合ったケアがより適切に提供されるようになった

特定行為を実施する環境を整備していくことで医療安全に対する意識が高まった

効果を確認できない・わからない

修了者がいることで新規利用の獲得につながった

他の看護職員が特定行為研修を受講する動機づけにつながった

PR等になり、就業希望者があった

その他
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【研修修了者】研修修了者による効果（複数回答）（N=25)



ṥ Ṧ
特定行為研修制度の推進に向け必要なこと（管理者・研修修了者）

ṥ Ṧ
Ẇ וֹףּ וֹ ṡ Ṣּצ ḭשּ ךּ
ṡ וֹ Ṣḭṡ Ṣḭṡ Ṣḭṡ ︣ Ṣ
ṡ וֹףּ Ṣ ךּ Ḯ

ṥ Ṧ
Ẇ וֹףּ וֹ ṡ Ṣּצ ḭשּ

ךּ ṡ Ṣḭṡ וֹ Ṣḭṡ ṇ Ṣḭ
ṡ Ṣṡ Ṣ ךּ Ḯ

77.8%

53.7%

38.9%

37.0%

16.7%

16.7%

14.8%

11.1%

11.1%

9.3%

9.3%

3.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

“Ӯχם☼τἰϥ χ ᴣ

︠ⱵӺ χ ᵔ τϚΪθᶨ

“Ӯᾆ χ

ᾆ χ

„ χ Ԍ τ βϥ◦כ

“Ӯם☼τΣΪϥӗ Ḛ χ

◙ ᾆ Ṑḩχ Ϟ

︣ ⌠ τἰϥ ὖᾚ├

Ṁ∙ʾ∙ ϬІЭ˔Їτ πΦϥΰΨϙ

ʾᴪיּ ϒχ ᵔ τϚΪθᶨ

Ṫ Ϟ ꜡ӲⱱχθϛχТ϶к˔ϯАФᾆ ᵓ

ᵕ

【管理者】 在宅領域における特定行為研修制度の推進に向けて必要だと思われる方策（上位３つまで）(N=54)

71.4%

66.7%

52.4%

23.8%

16.7%

16.7%

11.9%

9.5%

9.5%

7.1%

4.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

“Ӯχם☼τἰϥ χ ᴣ

“Ӯᾆ χ

︠ⱵӺ χ ᵔ τϚΪθᶨ

Ṫ Ϟ ꜡ӲⱱχθϛχТ϶к˔ϯАФᾆ ᵓ

◙ ᾆ Ṑḩχ Ϟ ˢ ʿự χ☼ Υם ρσϥ ˣ

ᾆ χ

“Ӯם☼τΣΪϥӗ Ḛ χ

︣ ⌠ τἰϥ ὖᾚ├

ʾᴪיּ ϒχ ᵔ τϚΪθᶨ

Ṁ∙ʾ∙ ϬІЭ˔Їτ πΦϥΰΨϙ

„ χ Ԍ τ βϥ◦כ

【研修修了者】在宅領域における特定行為研修制度の推進に向けて必要だと思われる方策（上位３つまで)（N=42)
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ṥ Ṧ
近隣の特定行為研修修了者間の連携状況（研修修了者）及び期待される効果（管理者）

Ẇ צּ ךּ פּ ךּ ḭṡ ︡ ךּ Ṣּ21.7צṾḭṡ
וֹ ︡ ךּ Ṣּ17.4צṾ טּ Ḯ

Ẇ צּ כֿ ︡ ךּ ︡ ḭṡ ḱ Ṣּצ ḭשּ ךּ ṡ ṇ ḱ
Ṣḭṡ פֿ ḱ Ṣḭṡ Ṣḭṡ ︣ Ṣ טּ Ḯ

70.4%

68.5%

64.8%

61.1%

55.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

χІϺиχӲⱱʾϯАФיּ

ӽχИ˔Їʾᴿ χẶ ᴟ

χ₉ϤέρχẶיּ ʾᵔὨ

ӽχϾϯ χΰ

“Ӯᾆ τ βϥ ᵔ

【管理者】 修了者が連携を図ることで期待される効果（複数回答）

（N=54）

52.2%

21.7%

17.4%

13.0%

4.3%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

特になにもしていない

修了者間で定期的に情報交換している

修了者間の連携に向けた準備をしている

その他

修了者間で勉強会を開催している

修了者間で症例検討会等開催している

【研修修了者】近隣の特定行為研修修了者間による連携（複数回答）

（N=23）
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看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析事業【中間報告】

ḭצּ ︡ ךּ ḱ ︡ שּךּ ḭ ṇ
︡ḭ וֹ לּ ︣ ︡ Ḯ

É Ḳ
ṡ ṇ Ṣ אל ךּ ḭ צּ

︡ ךּ ṇ ︡ Ḯ
Ḳ ễ 10 12 Ṍ10 29 ẑ 11 19
Ḳ ︡ḭWEB
Ḳ1,322
Ḳ558 ṕ 29 442 Ṗ
Ḳ42.2Ṿ

É Ḳ
︡ ךּ ︡ ḭ ṇ ︡ Ḯ

ḭףּ פּ Ễ ︡ Ḯ
Ḳ
Ḳ
Ḳ1,162 ṕ 29 1,038 Ṗ

調査の目的

調査方法

Ḳ ( ) /JMAR
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︡

70.3

︡ ךּ ךּ

29.7

7.52 0 1,000

18.37 0 1,000

Ể

27.3

54.0

ể

9.2

8.5

Ễ Ṍễ

13.2

13.8

Ệ Ṍệ

9.7

5.9

Ỉ Ṍị

9.5

3.3

ểỂ

31.2

14.5

0% 25% 50% 75% 100%

n=730 Ḳ

n=730 Ḳ צּ

修了者の特定行為の実施状況
Ẇ Ễ ךּ ḭṡ ︡ Ṣ 70.3Ṿ טּ Ḯ
Ẇ ễ ị ḭ¬ º ךּ ṡ0 Ṣ 27.3Ṿḭṡ10 Ṣ 31.2Ṿ Ễ ︡ ךּ Ḯ
Ẇṡ צּ ︡ Ṣ ḭṡỂ Ṣּ54.0צṾ ךּ Ḯ
Ẇ ễ ị ḭṡ ︣ טּצּ ḭצּ ḭṡ טṕּךּ ṖṢּ48.8צṾ ḭ

ḭṡ צּ פּ Ṣּ27.4צṾ ḭשּ ךּ ṡ צּ ךּ ︡ Ṣּ20.5צṾ¬ טּ

過去２年間の特定行為の実施状況
（N=1038）

令和３年９月の特定行為実施回数
（N=730）

ךּ

48.8

נּךּךּ

51.2

令和３年９月の特定行為の
見送りの有無（N=1038）

27.4

20.5

15.2

13.6

11.0

6.7

1.6

44.2

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

צּ פּ

צּ ךּ לּךּ ︡

צּ פּ

טּצּ ︡ פּ

צּ פּ

COVID-19 ḭ קּ פּ

צּ פּ

特定行為の見送り理由（N=507）
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今後の修了者の活用（管理者の意見）

Ẇ ךּ ḭṡאל ︡ 81.4ṾצṢּךּ טּ Ḯ
Ẇ ︡ ךּ ḭṡ ṇ נּ Ṣּ53.8צṾ ḭשּ ךּ ṡ Ṣ40.6Ṿḭṡ

Ṣּ28.8צṾ טּ Ḯ

今後の修了者の活用方針（N=442） 増員する場合の配置方針（N=320）

אל ︡ ךּ

81.4

9.7

8.8 53.8

40.6

28.8

5.0

13.8

3.1

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

פּ ṇ נּ ︡ ךּ

︡ ךּ

︡ ךּ

ṕ Ṗ ︡ ךּ

קּ ךּ ךּ
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スキル維持・向上のための研修会等への参加に影響する要因（修了者の意見）

Ẇ ︣ ︣ ︣ ḭṡ Ṣּ53.9צṾ ףּ ḭ ךּ
ṡ Ṣּ20.1צṾ טּ Ḯ

スキル維持・向上のための研修会等への参加に影響する要因
（N=1038）

ṕ

ḭ

Ṗ

53.9

16.8

20.1

6.4 2.9
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ϯϳЕϸЭ◙ Ϭ ᶎᴟβϥ ₰ ϙ├ ʿ
₰

Å 1ʿ
“Ӯᾆ χ“ӮϬיּ τ ᴣβϥθϛχ◙

ˢϯϳЕϸЭ◙ ˣϬ ᶎτβϥ ₰ ϙϬᵫ βϥ
Å

ˢAˣ ᾅйРв˔ˢᴆ ˣʺˢBˣ ᾅйРв˔ˢ ˣʺˢCˣϵϺІО˔Еϒ
ˢ ʾיּ ρẸיּ βϥӺ◖ʾ☼ Ḛ ˣχПϯзрϽʺˢDˣῡיּ
27 Ḙῐ Ԍᶎ ├ ⱧỘˮ “Ӯτἰϥ︣ ⌠ ⱧỘ˯ “Ӯτ
ἰϥ︣ ʺΤϣχ◙ χ
Å 2ʿ
ṜϢϤ ӛβϥϯϳЕϸЭ◙ χ χ ᴣ

Å

ϵϺІО˔Еˢ ʾיּ ρẸיּ βϥӺ◖ʾ
☼ Ḛ ˣϒχПϯзрϽיʾᾆẕּיּ
Å 3ʿˢAˣΤϣˢDˣϘπχ︣ π πΦσΤμθ θσ◙ χ ρᶆ◙ χ

χ
Å

ЀрЈрЂІʾϱрГзЅϴрІṪ Ϭ ΰθЀрЂиГϰрϽϼжϳЖχᶨ

Ӻ◖˵Ḙῐ◖ḧχẸ
ϯϳЕϸЭ◙ χ
Å ʿ
Ӻ◖˵Ḙῐ◖ḧχẸ ϯϳЕϸЭ◙ χּפ
Ϭ βϥ

Å

ᾅйРв˔

“Ӯם☼ם
₰ʿWeb ₰

Å ʿ
“Ӯᾆ τ∑םΥיּ

ΰοΜϥ“ӮϬ☼ם τ
ϣΤτβϥάρπʺМϱО
Т϶˔Ы˔Ϭ βϥ

Å ʿ
“Ӯᾆ τיּ βϥ

Web ₰

ϯϳЕϸЭ ᴣχθϛχ ᾆẕ
Å ʿ
ᾆẕ1-1π ΰθ◙ Ϭ ΜθϯϳЕϸЭ ₰
Ϭם☼ΰʺᾆẕ1π ӛΰθ ₰ ϙχם“ᴦ
Ϭᾁ βϥ

Å ʿ
Ἢˢ χיּ βϥṐḩˣʺ Ἢˢ

χיּ ΰσΜṐḩˣπχϯϳЕϸЭ◙ χ ₰
Ϭם☼βϥˢWeb ₰ʿ ΰΦЀШ˔Еˣ
Д˔Ќ χם“ᴦ Ϭᴥ ΰʺ
 ₰π► βϓΦϯϳЕϸЭϬ‒Ϥ₅Ϛ

ϯϳЕϸЭ ᴣχθϛχ
 ₰
ʾ ʿ
“Ӯχם☼Ϭ ᴣπ

Φϥ ṛ χРАϽ
Д˔Ќχ 
ʾ ʿ
ᾆẕ͏π‒Ϥ₅ϭιϯ

ϳЕϸЭ◙ τνΜο
Ἢπ ΰΦτД˔ЌϬ
ΰЦрЎЫ˔ϼρβ

ϥ

研究
１-1

研究
１-2

研究
2

研究
3

研究
4

研究全体の目的： לּ צּ
לּ נּ ḭ全国共通で使用できるפּ

客観的かつ定量可能な指標 ︣
期待される波及効果：

ḭ ḱ
ḭ

202120202019

ʾԀ ʾ

╦ʾṷ

ʾṷ

ʾ ῴֶʾ

研究課題(19IA1003)：特定行為研修の修了者の活用に際しての方策に関する研究
（Ｈ31－医療－地域医療基盤開発推進研究事業）

研究期間：平成31年4月1日から令和4年3月31日
研究代表者：真田 弘美（東京大学教授）

研究の目的と流れ（次のスライドで結果の概要を示す）
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患者QOL 安全性 労働環境 コスト

急性期 21 13 10 3

慢性期 35 24 19 12

施設・在宅 13 0 0 2

結果の1例：入院時から退院時までのBarthel 
Index点数（ADLの評価）

23.4 26.2

38.4

62.2

72.8 74.7

0

20

40

60

80

入院時 １週間後 退院時

調
整
前
の
各
群
の

平
均
値

曝露群（修了生あり） 対照群（修了生なし）

交絡変数を調整した結果、曝露群（修了生あり）は対照群（修了生
なし）に比較してBarthel Index の改善点：退院時点数ー入院時点数
が11.4 点有意に高い（P = 0.045 ）

抽出したアウトカム指標候補のドメインと項目数

特定行為の実施を評価する全国規模のビッグデータの枠組み

研究
１-1

研究
3

診療看護師である

修了者間の役割分担がある

包括的指示の下行為が
実施できている

特定行為の
実施回数が多い

実施回数との関連要因
研究
2

ḭ ḭ

ḱ

QOL* * * *

ḱ

ḱ

研究
4

* ễ נּ

アウトカム指標は４つのドメインと３つのセッティングに分類される

アウトカムに修了者の所属人数や経験年数が与える影響を明らかにするこ
とで修了者の効果的な配置を提言することができる
病棟・施設単位で収集されたアウトカムは今後のベンチマークとなり得る

特定行為の実施回数には３つの要因が関連する

説明変数

交絡変数

アウトカム

研究
１-2 協働アウトカム

指標の抽出

Collaborative 
Practice Scales 
日本語版（小味

ら, 2010 ）が医師
-看護師間の協同
を評価する指標とし

て妥当である

研究課題(19IA1003)：特定行為研修の修了者の活用に際しての方策に関する研究（Ｈ31－医療－地域医療基盤開発推進研究事業）
研究代表者：真田 弘美（東京大学教授）
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Ⅲ 特定行為研修制度にかかる施策
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Ẓ ҏ ҌםҬ ἇҌ҅ѥ҇

V

V ḭe ṇ ḭ
︣

V

V ḭ ḭ ḭ
︣

V

V פּ וֹ טּ ḭ
︡ ︣

V

V ︣ ṇ ḭe ṇ ḭ
ḱ ḱ ︣

V

指定研修機関への支援

V

צּ ︡ḭ צּ ︣ וֹ ḭ
ṡ Ṣ ︡

ḱ Ḳ 20Ṿṕ 10 Ṗ
ḱ Ḳ 40Ṿṕ 20 Ṗ
ḱ Ḳ 50Ṿṕ 40 Ṗ
ẑ צּ וֹ ḭ ḭצּ ︡ טּ ︢פּ

וֹ ךּ טּצּ

研修受講者への支援

V

︣ ṕ
ךּףּ ︡ ḭ

Ṗ

V וֹףּ
︡ ḭצּ

אל ךּ

ṕ ḭ
ḭ ḭ

1 2Ṗ
ṕ 30 Ṗ

( ḭ )
ṕ Ễ Ṗ

医療機関への支援
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Ẇ 2025 וֹ ḭ ︡ כֿךּ פּ ḭ ￼
ṕ Ṗ לּ ︣ טּצּ Ḯṕ 27 Ṗ

Ẇ ︣ ḭ ךּ ︣ טּצּ Ḯ ḭ ︣
ḭ צּ טּ Ḯ

Ẇ ḭ ḭ ︣ ḱ לּ טּצּ Ḯ
Ẇ ︡ ךּ ךּףּ ḭ צּ ḭ ︣ ḭ צּ טּ Ḯ
Ẇ ︡ לּ ḭ צּ טּ Ḯ

看護師の特定行為に係る研修機関支援事業

事業目的

看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業

指定研修機関の確保を図るため、指定研修機関の設置準備に必要な、カリキュラム
作成や備品購入、eラーニングの導入、実習体制構築等の経費に対する支援を行う。
【補助先：指定研修予定機関】

看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業

指定研修機関及び協力施設が質の高い研修を行うため、指導者経費や実習に係る消耗費、
委託費、指定研修機関と協力施設の連携に必要な会議費等に対する支援を行う。
【補助先：指定研修機関】

̉ᴇ ₴↓˔ ϤЛ ̉ᴇ ₴↓˔ ϤЛ

161,826千円（ 161,826千円） 418,018千円（ 418,018千円）

事業概要

ὑ ʹ

ὕ ǲ͜Ȓ
ɵӲҘ

ᾚӣǲȏȒ
ɵ

ὕ

ὕ ǲ
ǑǘȒὕ

ὑ ʹ
֞ ₉

ὕ ͔

ᵣ˗ ὑ ʹ ὑ♥ǵ Ҟ

Ԍ ҥϐ

ᵣǲⱳ Ǳ
ǵʝ ș

ὑ ʹ
ὑѼ

ȩɨȫɣɧɞȋ
ὕ ǵ̸

ȵɝɣɪɶȽɶ
ρᴜ Њ

ὕ ˔ὑ

ὕ ̱Ѱ ǵ

ᾚЊ͝ ˗ ὑ ʹ ὑѼǵ Ҟ

eɧɶɉɱȮ
ᾚЊ ȵɝɣɪɶȽɶ

ρᴜ Њ

Ԍ ҥϐ

ρǲⱳ Ǳ
ǵʝ ș

看護師の特定行為に係る研修機関拡充支援事業 11,685千円（11,685千円）

医療機関の管理者や医師・看護師等を対象とした特定行為研修に関するシンポジウム等を開催する。看護師が特定行為研修受講に関する情報を収集しやすい
環境を整えるため、指定研修機関が実施している特定行為研修の受講に係る情報を収集し、ポータルサイトを設置・運営する。【補助先：公募により選定した団体】

看護師の特定行為に係る研修機関の養成力向上支援事業 39,618千円（ 39,618千円）

効率的な研修体制の確保を図る指定研修機関に対し、特定行為研修を修了した看護師の計画的な確保を図るため、指定研修機関の効率的な運営に必要な、指導者にかかる経費や
実習施設謝金、実習に係る消耗品費、ὑ ʹ ǵ ǲⱳ Ǳ̝ ș σǠȒ などの支援を行い、効率的な指定研修機関の運営についての検証を行う。
【補助先: 指定研修機関】 63



Ẇ2025 וֹ ḭ ḭ שּ ︡ḭ ︣ צּ
טּ Ḯ
Ẇ ḭ ḭנּ ︣ ךּףּ ḭ ḭ

ḭ שּ ︣ ︣ טּצּ Ḯ
Ẇ ḭ קּ צּ ︣ כֿ ︣ ︣ ḭ צּ ךּ ḭ
ךּףּ צּ טּצּ Ḯ
Ẇ ךּףּ Ṅ צּ ︣ נּ ḭצּ שּ אל ︣ כֿ ︣
ḭ ךּףּ ḭ שּ ︣ ḭ לּ צּ טּ פּ ︣ Ḯ

看護師の特定行為に係る研修機関の養成力向上支援事業

◓

特定行為研修を修了した看護師の計画的な養成のため、近隣地域の医療機関等や受講者のニーズの把握のための費用、自施設以外からの受講者を受け入
れるにあたって必要な調整のための事務費、実習症例の確保等を目的とした指定研修機関等との連携に必要な費用、修了者のフォローアップ研修や情報交換会
などに係る費用等について支援を行い、指定研修機関の運営についての検証を行う。
【補助先：指定研修機関】
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新型コロナウイルス感染症対応看護職員養成事業（研修内容）
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ḭ ︢ צּ אל Ḯ ḭ ṇ ︣ כֿ ḭ
ṕ Ṗ

研修実施事業の実施主体における負担を軽減するため、研修実施事業の②③で活用可能な研修コンテンツの企
画・作成や、コンテンツ配信、広報・周知、修了者リスト作成等の、研修体制の構築を行う。

1.重症患者対応研修

Ⅰ．研修実施事業 新型コロナウイルス感染症に対応するための看護職員向け各種研修を実施する（都道府県）
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2.軽～中等症患者対応研修
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①特定行為研修 ②集中治療室等用

③一般病棟・入院待機施設用 ④自宅療養者用

Ⅱ．研修準備事業 ②③で使用可能な研修コンテンツ・研修体制の準備を行う（日本看護協会）
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令和3年度 補正予算事業「新型コロナウィルス感染症対応看護職員等の人材確保事業
特定行為研修概要

研修目的
新型コロナウイルス感染症への看護実践において必要とされる、
新型コロナウイルス感染症の看護実践に関連する特定行為の

知識・技術の習得と向上

研修対象

看護師の特定行為研修における共通科目（保健師助産師看護師法第三十七条
の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研
修に関する省令（平成２７年３月１３日厚生労働省令第３３号）第五条第一号イに

規定する研修）の受講を修了している看護師とする。

研修内容

特定行為研修の実施は、以下の特定行為区分（保健師助産師看護師法第三十
七条の二第二項第三号に規定する区分）に限る。
なお、実施する区分数については、１又は２以上のいずれでも差し支えない。

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連
・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連
・循環器関連
・動脈血液ガス分析関連
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特定行為に係る看護師の研修制度に関する事業の実施状況・計画について
（令和２年度実施状況・令和３年度計画）

看護職員の資質の向上に係る研修事業の実施状況及び事業計画の調査 (令和３年８月看護課調べ)

【目的】 都道府県における看護職員を対象とした研修等の事業の取組状況や今後の計画について把握するとともに、本調査の集計結果を各都道府県等に情
報提供することで、看護職員の研修及び特定行為に係る看護師の研修制度の一層の推進を図ることを目的とする。

【対象】 都道府県における看護職員を対象とした研修等の事業に係る令和２年度の実施状況及び令和３年度の事業計画。
※ 「看護教員養成講習会事業」、「看護教育継続研修事業」、「院内助産所・助産師外来助産師等研修事業」、「潜在看護職員等復職研修事業」は対象外。

【調査項目】 事業名、事業概要、財源、その他の関連する事項

受講者の所属施設に対する支援

〈都道府県に上付けしている数字は地域医療介護総合確保基金における区分を示す〉 1:地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備に関する事業2:居宅等における医療の提供に関する事業3:医療従事者の確保に関する事業
4:勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

※1 山形県・福井県・沖縄県は１事業で受講者の所属施設に対する支援として受講料等の費用と代替職員雇用の費用について実施している。
※2 沖縄県は１事業で受講者の所属施設に対する支援として受講料等の費用と代替職員雇用の費用とその他の支援について実施している。

◆ 令和３年度事業計画例：指定研修機関に対する支援及び協力施設への支援（石川県、佐賀県）

都道府県 事業名 事業概要

石川県 看護師特定行為研修支援事業 特定行為研修を受講する看護師が所属する医療機関等へ受講料、図書費、交通費、宿泊費等の受講経費を補助

佐賀県 特定行為研修推進事業 特定行為研修修了者の意見交換会を開催し、課題解決や活動基盤の強化を図る

【結果】（特定行為に係る看護師の研修制度に関する事業についてのみ抜粋）

令和２年度実施状況 令和３年度事業計画

事業実施都道府県数 45都道府県 44都道府県

実施事業数 71件 77件（うち新規事業6件）

実施財源
地域医療介護総合確保基金 64件（43都道府県） 68件（42都道府県）

地域医療介護総合確保基金以外 7件（6都県） 7件（6都県）

実施事業内容

受講者の所属施設に対する
支援

受講料等の費用

39件 39件（新規1）

青森県3、岩手県2、宮城県3、秋田県3、山形県3※１、福島県2、茨城県2、 青森県3、岩手県2、宮城県3、秋田県3、山形県3※１、福島県2、茨城県2、

栃木県
3
、東京都、新潟県

2
、富山県

3
、石川県

3
、福井県

3
※

１
、山梨県

２・3
、 栃木県3、東京都、神奈川県2、新潟県2、石川県3、福井県3※１、山梨県1、

長野県
3
、岐阜県

3
、静岡県

3
、愛知県

2
、三重県

3
、滋賀県

3
、京都府

3
、 長野県3、岐阜県3、静岡県3、愛知県2、三重県3、滋賀県3、京都府3、

奈良県
3
、和歌山県

2
、鳥取県

1
、島根県

2
、広島県

3
、山口県

2
、徳島県

3
、 奈良県

3
、和歌山県

2
、鳥取県

3
、島根県

2
、広島県

3
、山口県

2
、徳島県

3
、

香川県
2
、愛媛県

2
、高知県、福岡県

3
、佐賀県

2
、長崎県

3
、熊本県

2
、 香川県

2
、愛媛県

2
、高知県、福岡県

3
、佐賀県

2
、長崎県

3
、熊本県

2
、

宮崎県、鹿児島県
2
、沖縄県

3
※

１
宮崎県、鹿児島県

2
、沖縄県

3
※

2

代替職員雇用の費用

11件 13件

山形県3※１、茨城県2、東京都3、神奈川県2、福井県3※１、愛知県2、滋賀県3、山形県3※１、茨城県2、東京都3、福井県3※１、岐阜県3、静岡県3、愛知県2、

大阪府1、兵庫県2、奈良県3、沖縄県3※１ 滋賀県3、大阪府1、兵庫県2、奈良県3、島根県2、沖縄県3※2

指定研修機関に対する支援 研修体制整備等 1件 沖縄県3 2件（新規1） 宮崎県3、沖縄県3

研修制度の普及促進等

ニーズ・課題等調査 1件 岐阜県 2件（新規1） 岐阜県、佐賀県2

症例検討・実践報告・
研修会

5件 福島県2、滋賀県1、兵庫県3、島根県、福岡県 7件（新規2） 福島県2、滋賀県1、兵庫県3、島根県、福岡県、佐賀県2

制度の説明・周知、
受講支援制度の紹介

9件 北海道2、山形県3、茨城県2、石川県3、福井県3、岡山県3、 10件（新規1）北海道2、山形県3、茨城県2、石川県3、福井県3、静岡県3、

愛媛県2、佐賀県2 岡山県3、愛媛県2、佐賀県2、宮崎県3

指定研修機関の取組み、
効果の紹介

4件 群馬県1、島根県、佐賀県2 4件 群馬県1、島根県、佐賀県2

その他
その他 （協力施設への
運営費の補助）

4件 埼玉県3、静岡県3、長崎県3 3件 静岡県3、長崎県3、沖縄県3※2
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地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る標準事業例の取扱いについて
ー看護師の特定行為研修制度に関連する事業についてー
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ḱ

ἲ ︡ ךּ ︣ ḭ טּ ︣ פּפּ

事業区分Ⅱｰ標準事業例12 訪問看護の促進、人材確保を図るための研修等の実施

Å וֹףּ ḭ ︣ ︡ ︣

Å וֹףּ ḭ

事業区分Ⅳｰ標準事業例36 看護職員の資質の向上を図るための研修の実施
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あり

79%

なし

21%

ӣ ὑ ʹ̱Ѱ ρ ͜ ὑ

Â 第7次医療計画における、特定行為研修体制の整備
に関する記載の有無

Ẇ 30 7 ẑ ךּףּ ḭ ךּ ḭ נּ
︡ שּךּ ḭ ḭנּ צּ קּ ḭלּ
לּ וֹ ךּ ḭ ︣

כֿ ︡ ךּ Ḯ
ẑṡṡ ךּ Ṣ ךּ Ṣṕ 29 7 31 וֹ 0731 4 Ṗ

Ẇ 30 פּ ךּףּ ḭ ︡ ךּ 8 ṕ37
Ṗ ︣ ḭצּ ךּ Ṅ טּ Ḯ

Â 特定行為研修制度の体制整備を推進する上で、各都道
府県において、取り組むべきものとして現在検討また
は予定している施策

10

37 ↑

施策 都道府県数

１．制度理解や現状の把握に関すること
（制度の理解促進等）

特定行為研修制度の周知 11

在宅領域における認知度の向上 4

地域の現状の把握や分析 4

２．指定研修機関に関すること
（体制の整備）

新規の指定研修機関の確保 6

指定研修機関への財政的支援 2

指導者の育成・確保 5

指定研修機関間の情報共有の支援 2

３．研修受講に関すること
（受講の促進）

看護師の受講ニーズの把握 9

研修先探しの支援 1

在宅領域における受講者の確保 3

受講者の所属での代替職員確保のための支援 5

研修受講費用の支援 3

４．研修修了者に関すること
（修了者活用の促進）

医療機関等の修了者雇用に関するニーズ把握 5

研修修了者の活動実態把握 9

研修修了者の活動促進支援 7

５．質の担保に関すること
（修了後の質の担保）

修了者を対象とした技術研修や情報交換会等、
フォローアップ体制整備のニーズの把握

8

修了者へのフォローアップ体制整備に係る支援 5

６．その他（概要に記載）
（概要） 1

該当 1

︡ ךּ

17

ṕ 3 8 Ṗ
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チーム医療や医師の働き方改革等に係る業務内容の広告について

対応方針（案）

〇 2025年に向けて在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、
手順書により、一定の診療の補助を行う看護師を養成し、確保していくことが必要である。

〇 また、チーム医療や医師の働き方改革を推進する観点から、医療機関でのタスク・シフティングを進めていくことは重要であり、医師の勤務時間上限

規制が適用される2024 年に向けて、他の医療従事者等を活用するための対応を進めることが求められている。このため、特定行為を手順書により行う

看護師が実施する特定行為について、患者に対し適切に情報提供することにより、医療機関選択のために活用することが重要である。

背景

※ 特定行為を手順書により行う看護師については、法令に基づき客観性が担保された制度として運用されており、当該看護師の活動により、患者に
対するきめ細かなケアによる医療の質の向上、医療従事者の長時間労働の削減等の効果が見込まれていることから、特定行為を手順書により行
う看護師が適切な役割を果たし、チーム医療や医師の働き方改革を推進することが強く期待されている。（平成31年３月医師の働き方改革に関
する検討会 報告書）

１．看護師が医療機関において手順書により特定行為を実施している場合に、その業務の内容について広告可能としてはどうか。

２．この広告は専門性資格に関する広告ではなく、患者に対して医療の質の向上・効率的な医療の提供を目的として実施している業務の内容

に関する広告であり、これらが明確となるよう、各医療機関での具体的な取組であるチーム医療や医師の働き方改革等を推進している旨を

併記することとしてはどうか。

３．業務内容に関連する事項として、特定行為を手順書により行う看護師である旨、特定行為区分等に関する記載、氏名も広告して差し支え

ない（特定行為区分については、実施している業務の内容に関する特定行為区分に限って広告することが望ましい）としてはどうか。

実施している
業務内容の例 外科病棟における術後患者の管理業務

【外科病棟における術後患者の管理業務】
・ 術後疼痛管理関連
・ 感染に係る薬剤投与関連業務内容に関する

特定行為区分の例

等

等
（広告例のイメージ）当院においては、チーム医療推進のため、術後患者のため
の以下の管理業務を、特定行為研修を修了した看護師が実施しています。

・ 手術後の痛みを抑えるために、患者さんの体の状態を確認しながら、手順書に基
づき、適切なタイミングで鎮痛剤を投与します。（関連する特定行為区分「術後疼
痛管理関連」）

・ 手術後に創部に感染がおこる場合がありますが、手順書に基づき、薬剤の臨時の
投与を行います。（関連する特定行為区分「感染に係る薬剤投与関連」）

・・・

第16回
医療情報の提供内容等
のあり方に関する検討会

資料
１

令和２年10月29日
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医療広告規制の見直し（令和３年４月１日施行）

改正内容

第４ 広告可能な事項について

４ 広告可能な事項（法第６条の５第３項）の具体的な内容
（1）～（14）（略）
（15）その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項（第15号関係）
ア～タ（略）
チ 広告告示第４条第19号関係

「保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為を同項第二号に
規定する手順書により行う看護師が実施している当該特定行為に係る業務の内容」については、看護師が医療機関において手順書によ
り特定行為を実施している場合に、その業務の内容について広告可能であること。ただし、この広告は専門性資格に関する広告ではなく、患
者に対して医療の質の向上・効率的な医療の提供を目的として実施している業務の内容に関する広告であり、これらが明確となるよう、各
医療機関での具体的な取組であるチーム医療や医師の働き方改革等を推進している旨を併記することとする。また、特定行為を手順書に
より行う看護師である旨、特定行為区分等に関する記載、氏名も広告して差し支えない（特定行為区分については、実施している業務の
内容に関する特定行為区分に限って広告することが望ましい）。

ツ（略）

● 医療法第六条の五第一項及び第六条の七第一項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは
助産所に関して広告することができる事項（平成19 年厚生労働省告示第108 号）

改正内容

第四条 法第六条の五第三項第十五号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一～十八（略）
十九 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為を同項第二号
に規定する
手順書により行う看護師が実施している当該特定行為に係る業務の内容
二十（略）

● 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針（医療広告ガイドライン）
（平成30年５月８日付け医政発0508第１号厚生労働省医政局長通知）

○ 看護師が医療機関において手順書により特定行為を実施している場合に、その業務内容について広告可能とするもの
（ 「広告告示」及び「医療広告ガイドライン」の改正／ 下線部追加 ）
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特定行為研修制度 ポスター（令和3年3月作成）・リーフレット（令和3年3月改訂）

ṇ ︡ פֿ ḵḵךּאל

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html
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診療の補助として
看護師が実施可能

な業務

① 特定行為（38行為21区分）の実施【保健師助産師看護師法 第37条の２】
② 事前に取り決めたプロトコールに基づく薬剤の投与、採血・検査の実施【保健師助産師看護師法
第５条及び第37条】
④ 血管造影・画像下治療（ＩＶＲ）の介助【保健師助産師看護師法 第５条及び第37条】
⑤ 注射、採血、静脈路の確保等【保健師助産師看護師法 第５条及び第37条】
⑥ カテーテルの留置、抜去等の各種処置行為【保健師助産師看護師法 第５条及び第37条】
⑦ 診察前の情報収集（夜間・休日外来における診療の優先順位の判断）【保健師助産師看護師法
第５条及び第37条】

＜今回実施可能なことを明確化した業務＞
③ 救急外来における医師の事前の指示や事前に取り決めたプロトコールに基づく採血・検査の実
施【保健師助産師看護師法 第５条及び第37条】

看護師の専門性を
活かした実施が望
まれる業務

⑦ 診察前の情報収集（診察前の情報収集等の診療の補助に該当しない行為）

看護師

現行制度の下で医師から他の医療関係職種へのタスク・シフト/シェアが可能な業務の具体例

助産又は妊婦等の
保健指導として助
産師が実施可能な

業務

① 院内助産【保健師助産師看護師法 第３条及び第37条】
② 助産師外来（妊婦等の保健指導）【保健師助産師看護師法 第３条及び第37条】

助産師の専門性を
活かした実施が望
まれる業務

② 助産師外来（健康診査等の助産や妊婦等の保健指導に該当しない行為）

助産師

※ 【】内で示す条文はいずれも令和３年10月１日時点のもの

【通知】現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について
医政発0930大16号令和3年9月30日 より一部抜粋
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評価項目 特定行為研修において該当する区分

Â B001 糖尿病合併症管理料
糖尿病合併症管理料の要件である「適切な研修」
糖尿病足病変ハイリスク要因を有する入院中の患者以外の患者であって、医師が糖尿病足病変に関する
指導の必要性があると認めた場合に月に1回に限り算定

以下の2区分とも修了した場合
○ 創傷管理関連
○ 血糖コントロールに係る薬剤投与関連

Â B001 糖尿病透析予防指導管理料
糖尿病透析予防指導管理料の看護師の要件である「適切な研修」
糖尿病の患者であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患
者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導
を行った場合に、月１回に限り算定する。

○ 血糖コントロールに係る薬剤投与関連

Â C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
在宅患者訪問褥瘡管理指導料の要件である「所定の研修」
重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる患者（在宅での療養を行っているものに限る。）に対して、患
者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医、管理栄養士、看護師又は連携する他の保険医療機関
等の看護師が共同して、褥瘡管理に関する計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスか
ら起算して６月以内に限り、当該患者１人につき２回に限り所定点数を算定する。

○ 創傷管理関連

Â A301 特定集中治療室管理料1及び2
特定集中治療室管理料1及び2
の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」

以下の8区分をすべて修了した場合
○ 呼吸器（気道確保に係るもの）関連
○ 呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連
○ 循環器関連
○ 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
○ 血糖コントロールに係る薬剤投与関連
○ 術後疼痛管理関連
○ 循環動態に係る薬剤投与関連
○ 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
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評価項目 特定行為研修において該当する区分

Â A200 総合入院体制加算
［施設基準］
病院の医療従事者の負担軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること
ア～ウ、オ（略）エ「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」には次に挙げる項目のう
ち少なくとも３項目以上を含んでいること。（イ）～（ニ）、（へ）、（ト）（略）
（ホ）特定行為研修修了者である看護師の複数名配置及び活用による医師の負担軽減
医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する計画の項目の１つ

○特定行為研修修了者である看護師

特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指
定する指定研修機関において行われる研修のうち、いずれの区
分であっても該当する。また、領域別パッケージ研修も該当する。

Â L010 麻酔管理料Ⅱ
［算定要件］
担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常勤看護師が実
施しても差し支えないものとする。また、この場合において、麻酔前後の診察の内容を当該看護師に共有す
ること。
［施設基準］
・担当医が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常勤看護

師が実施するにあたっては当該研修を修了した常勤看護師が１名以上配置されていること。
・上記の場合にあっては、麻酔科標榜医又は麻酔を担当する当該医師と連携することが可能な体制

が確保されていること。

以下のいずれかの研修を修了した看護師
①術中麻酔管理領域（パッケージ研修）
②以下の6区分をすべて修了した場合

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連
・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連
・動脈血液ガス分析関連
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
・術後疼痛管理関連
・循環動態に係る薬剤投与関連

Â C300 特定保険医療材料
在宅における特定保険医療材料の追加
在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看
護ステーション等の看護師等が当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、使用した薬剤の費用
については薬剤料、特定保険医療材料の費用については特定保険医療材料料により、当該保険医療機
関おいて算定する。
011 膀胱瘻用カテーテル
012 交換用胃瘻カテーテル

（１）胃留置型①バンパー型ア ガイドワイヤーありイガイドワイヤーなし
②バルーン型

（２）小腸留置 ①バンパー型②一般型
013 局所陰圧閉鎖処置用材料
014 陰圧創傷治療用カートリッジ

以下の特定行為を実施した場合に算定可能
①ろう孔管理関連

・胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの
交換

・膀胱ろうカテーテルの交換
②創傷管理関連区分のうち

・創傷に対する陰圧閉鎖療法

77



退院に向けて準備

特定行為研修修了者の訪問看護における活動 事例

訪問看護ステーション所属の看護師の特定行為区分

創傷管理関連を含む３区分を修了（２名）
ü 訪問看護認定看護師

◯創傷管理関連
◯ろう孔管理関連
◯栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

ü 認知症看護認定看護師
◯創傷管理関連
◯精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

◯栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

○A氏 50歳代、女性、脊髄損傷で下半身不随。
○入院１年前より右座骨部に褥瘡を発生し自宅で管理を行っ
ていたが、褥瘡感染し、深さは骨に達した状態で緊急入院。

【退院時の状態】
A氏の褥瘡は深部に達し、ポケットが残存
退院後も週２回の定期的なデブリードマンが必要なため、入
院中の病院から特定行為研修修了者が所属する訪問看護
ステーションに相談。

事例

局所治療継続依頼と
診療情報提供書作成

在宅医（内科）と
手順書作成

皮膚科医師

訪問看護ステーション
特定行為研修修了

看護師

病院

急性期治療 慢性期治療

特定行為研修修了看護師による定期的なデブリードマンの実施

診療所

病院
皮膚・排泄ケア
認定看護師

近隣の急性期病院の皮膚・排泄ケア認定看護師より訪問看護ステーションへ電話で相談。
「退院後、定期的にデブリードマンが必要な患者について受けてもらえますか？」

「急性期病院では皮膚科医が主治医です。どちらの医師と手順書を作成しますか？」

退院後は在宅医の指示のもとで定期的なデブリードマンを継続する必要性について、本人・家
族に説明し、快諾される。急性期病院の皮膚科医から在宅医への情報提供を依頼。

退院前カンファレンスを褥瘡回診に合わせて実施し、実際の処置について皮膚科医より指導。

訪問看護導入までの状況

退院時

自宅で定期
的にデブリー
ドマンを実施

D E s i G N P 合計

4 6 12 0 6 3 24 51

D e s i G n P 合計

3 3 8 0 5 0 9 25

退院時

退院後(186日目)

訪問看護における特定行為実施の効果

É 月８回の通院が必要であったが、月２回に減らすことができ、
通院に伴う本人・家族の身体的負担を軽減。

É 通院に係る費用（治療費、介護タクシー・ヘルパーの利用料）
の負担を削減。

É 通院では３～５時間（移動等を含む）を要するが、訪問看護で
特定行為を実施することで約１時間所要と時間的負担を軽減。

É 生活環境を含めてアセスメントし、処置・指導で改善に繋げた。
（DESIGN-R®:各項目で小文字よりも大文字のほうが重症度が高く、深さ（d/D）を除いた合計点が大きいほど重症度が高い）

※Dは含まない

※Dは含まない

H
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特定行為研修修了者の訪問看護における活動 事例②

病院所属の看護師の特定行為区分

在宅・慢性期領域パッケージを含む４区分７行為を修了

○呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連
－気管カニューレの交換
○ろう孔管理関連

－胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボ
タンの交換

－膀胱ろうカテーテルの交換
○創傷管理関連

－褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組
織の除去

－創傷に対する陰圧閉鎖療法
○栄養及び水分管理における薬剤投与関連
－持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
－脱水症状に対する輸液による補正

（※がん性疼痛看護認定看護師の資格も取得）

○Ｂ氏 60歳代、女性、再発神経系原発リンパ腫
○脳、骨転移に対してがん化学療法、放射線治療を実施した
が、その後増悪。

【訪問看護の状況】
がん終末期、ADL低下により訪問看護を導入。右下腿外側
に黒色部位を発見し、特定行為研修修了者へ相談。

事例

同行訪問の状況

病院所属の特定行為研修修了者が、
訪問看護ステーションからコンサルテーションを依頼される

訪問看護ステーション看護師とともに、カンファレンスを実施

同行訪問により、ケア内容の変更、薬剤の種類変更の提案、
外科的デブリードマン実施

特定行為研修修了者による処置により治癒へ至った

同行訪問後もカンファレンスに同席し、
褥瘡経過のアセスメントやケアの見直しを検討

特定行為研修修了者による同行訪問の効果

É 専門機関の受診を要さずに、在宅での処置で対応が可能
になった

É 必要な処置がタイムリーに受けられ、症状の早期回復に
つながった

É 皮膚・排泄ケア認定看護師ではなかったが、特定行為研
修修了者であっても同様に必要な処置を行うことが可能

14日：相談時 24日：軟膏変
更 30日：デブリ

前
30日：デブリ後
（その後もメンテナン
スデブリや軟膏塗布） 70日：治癒へ
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※地方厚生局のウェブサイトでも
制度のご案内をしています。

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療分野のトピックス

> 特定行為に係る看護師の研修制度
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html

Å トピックス
Å 施策紹介

Â 制度に関するQ&A
Â リーフレットについて等

Å 指導者講習会・指導者リーダー講習会
Å 指定研修機関について
Å 指定研修機関の指定の申請をお考えの方へ

Â 指定申請等様式
Â 指定申請等に関するQ&A 等

Å 関連情報
Â 医道審議会保健師助産師看護師分科

会看護師特定行為・研修部会
Å シンポジウム・意見交換会・説明会等
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http://www.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/index.html
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/index.html
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